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関係団体ヒアリングにおける主な意見（人材確保関係①）

2

No 意見等の内容 団体名

1
○現状の報酬体系の中ではスタッフに対し十分な報酬を支払うことが難しい。現在求人しているが常勤で終身雇用の保証が難し
く、契約社員としての募集であるため職員確保の困難さを助長している。福祉に従事する者の処遇を改善できなければ、より専
門性のある質の高い職員を配置することはできず、利用者へのサービスの質の向上にはつながらない。

全国精神保健福祉会連合会

2
○施設等で働くすべての職員の処遇改善が図られるとともに、適切な福祉人材を確保・育成・定着していくことが出来るよう、
必要な財源を確保いただきたい。

全国身体障害者施設協議会 他
（同旨：障害のある人と援助者で
つくる日本グループホーム学会）

3
○福祉・介護職員処遇改善加算ならびに福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算（処遇改善加算
等）について、同様の仕組みが複数存在することから、事業所では事務作業が煩雑となり、取得を断念する状況がある。この状
況を解消するため、処遇改善加算等の一本化を検討いただきたい。

全国社会就労センター協議会

4

○2019年度の障害福祉サービス等報酬改定にて、職員の確保・定着につなげていくため処遇改善加算に加え、新たに特定加算
（特定処遇改善加算）が創設された。しかしながら、この特定加算を取得するには既存の処遇改善加算Ⅰ～Ⅲを取得していなけ
ればならず、小規模の法人では申請のハードルが高いという声があがっている。また、該当職員への配分比率も定められいるた
め、同一法人内の職員間で賃金格差が生じたり、特定加算に合わせてしまうと法人組織の賃金体系そのものが崩れるケースも生
じている。更なる手続きの簡略化や要件の緩和を図り、創設の目的である職員の処遇改善の促進を後押しする必要がある。また、
福祉・介護職員処遇改善加算、及び特定処遇改善加算について、就労定着支援事業は対象外となっているが、就労移行支援事業
と一体的に運営していることから対象の事業に加えてはどうか。

全国就労移行支援事業所連絡協議
会

5

○A型事業所の職員給与レベルは著しく、就労継続支援A型事業所における人材育成は喫緊の課題だと考えている。しかし新しく
設けられた福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関しては、全事業の中で一番低く、加算Ⅰ・Ⅱともに0.4％と著しく低い加算
率である。該当する職員が少なく、結果として個々のＡ型事業所が加算を受けられないというならば合理性があるが、福祉人材
を配置し努力しているA型事業所にとって、初めからA型事業所ゆえに、加算が低く設定されていることは合理性に欠けると考え
る。ぜひ見直ししていただきたい。

就労継続支援A型事業所全国協議
会

6

○介護職員の処遇を上げるための制度設計は理解できるが、対象者が事業種別及び職種に限定されていることから、その他の福
祉職員（指定特定相談支援事業所や基幹相談支援センターの相談員、視覚・聴覚の情報提供施設職員、法人総務部門の職員）が
対象とならないことから運営が厳しい状況に追い込まれている。対象の要件により有資格者の配置や職員の資質向上機会の創出
など、質の高いサービスの質を維持するための必要な制度であることから、処遇改善加算および特定事業所加算を継続すること
で質を維持し、質の高い支援者を確保することに加え、問題点については今後の課題として報酬単価に反映させる等の対策が必
要と考える。

日本身体障害者団体連合会

7 ○事業所が従業員の労働環境を守り福祉人材を確保・育成できるよう、加算制度の周知と推奨を徹底されたい。 日本筋ジストロフィー協会



関係団体ヒアリングにおける主な意見（人材確保関係②）

3

No 意見等の内容 団体名

8

○福祉分野に人材が集まる施策を行政と業界が一体となって検討し改善されたい。例えば①既に実施されている施策（加算制
度等）を事業所が適切に運用することで、改善された処遇を行き渡らせ、長く働き続けられる職種とする ②身体介助を伴わな
い支援の資格要件の緩和を行い、福祉業界で働き始めることを容易にする、といった制度面の取り組みを続け、その改善状況
を広報する等、ありとあらゆる手を打っていただきたい。

日本筋ジストロフィー協会 他
（同旨：DPI日本会議）

9 ○福祉・介護職員処遇改善加算について、国立病院機構を対象にしていただきたい。 国立病院機構

10
○福祉・介護職員等特定処遇改善加算を指定特定相談支援事業者にも適用し、相談支援専門員についても処遇改善の対象とし
ていただきたい。

日本相談支援専門員協会 他
（同旨：日本知的障害者福祉協会、
全国精神障害者社会福祉事業者
ネットワーク）

11
○訪問系サービスにおいて、処遇改善加算等の比率変更を行う場合は、基本報酬と処遇改善を合わせた報酬額が、引き下がっ
てしまうことがあってはならない。

DPI日本会議

12 ○処遇改善加算による給与改善の他、一般企業との給与格差を是正するための報酬上の評価が必要である。 日本知的障害者福祉協会

13
○福祉専門職員配置等加算（Ⅰ）（Ⅱ）と（Ⅲ）は性質が異なることから、同加算（Ⅰ）（Ⅱ）と（Ⅲ）を併給できるよう、
報酬算定基準を見直す必要がある。

日本知的障害者福祉協会

14

○障害福祉の現場において、看護師等の医療職種、保育士・児童指導員等の福祉職種の求人が困難な状況にある。医療現場の
報酬が上がれば或いは保育所や介護現場の報酬が上がれば、障害福祉もそれ以上に報酬を上げなければ、人材が確保できない
イタチごっこの状況にある。障害福祉の職種に細かいキャリアパスの仕組みを設けるなど、多くの医療職種、福祉職種が働き
たくなる魅力ある職場にする必要があると考える。

全国重症心身障害児(者)を守る会

15

○平成30年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査によれば、処遇改善加算(Ⅰ)をとっている事業所においてもグループ
ホームの世話人の月額平均給与は、福祉・介護職員平均給与に比べると89,733円の差があり、29年度より3,812円差が大きく
なっている。平成25年度と比べると26,155円差が広がっており、他職種との給与の差は広がる一方である。障害のある人の生
活を支えるグループホーム世話人の給与を保障するために、基本報酬を増額していただきたい。

きょうされん



【論点１】人員配置基準における両立支援への配慮について

4

現状・課題

○ 障害福祉サービス等報酬においては、サービスの機能・役割に応じ、生活支援員やサービス管理責任者等について、
配置の有無や、配置の形態、必要数等の人員配置基準等を定めている。

○ （公財）介護労働安定センターが実施している介護労働実態調査の結果によると、介護関係職種が退職をした理由
（複数回答）として、「結婚・出産・妊娠・育児のため」が約20％、「家族の介護・看護のため」が約５％となって
おり、介護報酬改定に向けた議論において、離職防止（定着促進）の上で、育児や介護との両立が可能な環境整備を
進めることが必要で重要との認識が示されており、この点、障害福祉の現場でも同様であると考えられる。（→P6）

○ 両立支援の制度として、労働基準法による産前産後休業制度や、育児・介護休業法による育児休業、介護休業制度、
短時間勤務制度があるが、障害福祉サービス等報酬の人員配置基準における「常勤」配置や、事業所の従業者の数を
常勤の従業者の数に換算した上で定められた数を確保する必要がある「常勤換算」の取扱いについて、
・ 育児のための短時間勤務を行う場合には、「常勤」について取扱いの特例（週30時間以上の勤務で常勤扱い）が
設けられているが、介護のための短時間勤務については特例が設けられていない、

・ 育児・介護のための短時間勤務を行う場合に、「常勤換算」の取扱いについて特段の特例は設けられていない
（診療報酬では、週30時間以上の勤務で常勤換算上「１」と扱うことが可能）、

・ 産前産後休業制度や育児・介護のための休業を取得する場合に、「常勤」の取扱いについて特段の特例が設けら
れておらず、別の常勤の者の確保が必要となる（診療報酬では同等の資質を有する複数非常勤職員を常勤換算して
施設基準を満たすことが可能）

状況がある。（→P8,10）

論 点

○ 障害福祉の現場において、仕事と育児や介護との両立を進め、離職防止（定着促進）を図る観点から、人員配置基
準における対応として、どのような方策が考えられるか。



【論点１】人員配置基準における両立支援への配慮について

5

検討の方向性

○ 障害福祉の現場において、仕事と育児や介護との両立を進め、離職防止（定着促進）を図る観点から、以下の取扱
いを認めることとしてはどうか。

・ 「常勤換算方法」の計算に当たり、育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、32時間を下回る
場合でも常勤換算での計算上も１と扱うことを可能とすること。

・ 「常勤」の計算にあたり、育児の短時間勤務制度に加え、介護の短時間勤務制度等を利用した場合、30時間以上
の勤務で常勤として扱うことを可能とすること。

・ 「常勤」での配置が、人員基準や報酬告示で求められる職種において、配置されている者が、産前産後休業や
育児や介護休業等を利用した場合、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算で確保することを可能とする
こと。

この場合において、常勤職員の割合を要件としている福祉専門職員配置等加算等については、育児休業等を取得
した職員がいる場合、当該職員についても、常勤職員の割合に含めることを可能とすること。



※前職の職種について「介護関係職種」と回答した人を対象に前職の離職の理由を調査。
【出典】令和元年度介護労働実態調査 （(公財)介護労働安定センター）
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＜職員の区分の例＞
専ら当該サービスに従事しているか

している していない（兼務）

常勤の者の勤務時間
（週40時間など）に
達しているか

達している 常勤／専従 常勤／兼務

していないか 非常勤／専従 非常勤／兼務

＜人員配置基準の例＞ 職種の例 求められる内容

常勤で専ら当該業務に従事 管理者（居宅介護、共同生活援助等）
常勤の者の勤務時間に達し、専ら当該職務に従事する者を確保す
る必要

常勤 サービス管理責任者 等 常勤の者の勤務時間に達している者を確保する必要

常勤換算 生活支援員 等（各サービス）
事業所の従業者の数を常勤の従業者の数に換算した上で、定めら
れた数を確保する必要

■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について（厚生労働省社
会・援護局障害保健福祉部長通知）（抜粋）

《専ら従事する、専ら提供に当たる、専従》
原則として、サービス提供時間帯を通じて指定障害福祉サービス等以外の職務に従事しないことをいうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、従業者の指
定障害福祉サービス事業所等における勤務時間（療養介護及び生活介護については、サービスの単位ごとの提供時間）をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤
の別を問わない。

《常勤換算方法》
指定障害福祉サービス事業所等の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障害福祉サービス事業所等において常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時間
数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）で除することにより、当該指定障害福祉サービス事業所等の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法を
いうものである。この場合の勤務延べ時間数は、当該指定障害福祉サービス事業所等の指定等に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であること。

《勤務延べ時間数》
勤務表上、指定障害福祉サービス等の提供に従事する時間として明確に位置付けられている時間又は当該指定障害福祉サービス等の提供のための準備等を行う時間
（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお、従業者１人につき、勤務延べ時間数に算入することができる時間数は、当該指
定障害福祉サービス事業所等において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。

《常勤》
指定障害福祉サービス事業所等における勤務時間が、当該指定障害福祉サービス事業所等において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務す
べき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）に達していることをいうものである。 ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律（平成３年法律第76号）第23条第１項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所
として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。
また、当該指定障害福祉サービス事業所等に併設される事業所の職務であって、当該指定障害福祉サービス事業所等の職務と同時並行的に行われることが差し支えな
いと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。

（参考）障害福祉サービス等報酬における人員配置基準の考え方
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「常勤」の取扱い 「常勤換算」の取扱い 育児・介護休業法等の取扱い

短
時
間
勤
務

育児

特例あり
※ 短時間勤務を利用し勤務する場合、
育児・介護休業法で定める期間は週30
時間以上の勤務で常勤扱い

特例なし
※ 短時間勤務か否かに関わらず、常勤換算
方法により、通常定められている員数の
配置が必要

・３歳に達するまでの子を養育する労働者に、短時
間勤務の措置（１日原則６時間）

介護

特例なし
※ 当該事業所において常勤の従事者が
勤務すべき時間数（週32時間を下回る
場合は32時間）の勤務が必要

・介護を行う労働者に、３年の間で２回以上利用可
能な、短時間勤務制度等の措置

（参考）
診療報酬の

取扱

育児・介護休業法に基づく短時間勤務制度を利用し勤務する場合、週30時間以上で常勤
扱いとなるとともに、常勤換算上も「１」と扱うことが可能

休
業

産前産後
育児 特例なし

※ 常勤の者が休業を取得する場合、別
の常勤の者の確保が必要

ー

・原則、出産予定日の６週間前からの産前休業、出
産翌日からの８週間の産後休業
・原則、子が１歳に達するまでの育児休業（保育所
に入れない等の場合は最長２歳まで）

介護
・対象家族１人につき、通算93日の範囲で合計３
回までの介護休業

（参考）
診療報酬の

取扱

休業を取得する場合、同等の資質を有す
る複数非常勤職員を常勤換算して施設基
準を満たすことが可能

ー

○ 障害福祉サービス等報酬においては、
・ 常勤配置について、育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度については特例が設けられているが、
・ 診療報酬と異なり、介護の短時間勤務や、育児や介護の休業制度等に関する特例が設けられていない。

（参考）障害福祉サービス等の人員配置基準における育児・介護休業法等の取扱い
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事業所の一週間の従事者（常勤及び非常勤）の勤務延べ時間を、当該事業所の常
勤の従事者が勤務すべき時間数で除すことにより、当該事業所の従業者の員数を常
勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

（１週間の事業所勤務延べ時間） （１週間の常勤の勤務時間） （常勤換算の人数）

３２０時間 ÷ ４０時間 ＝ ８人

当該事業所は常勤換算方法で８人配置していることとなる

例

9:00 17:00

9:00 17:0012:00

常勤で１人
配置する場合

常勤換算方法で１人
配置する場合 柔軟な職員配置

が可能となる

15:00

常勤と「常勤換算方法」で１人配置する場合の勤務形態の比較

毎日、職員は
固定される

Ａ

ＣＢＡ

（参考）常勤換算方法
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 施設基準上求められる常勤の従事者が、産前・産後休業及び育児・介護休業を取得した場合
に、同等の資質を有する複数の非常勤従事者を常勤換算することで施設基準を満たすことを
原則認める。

 育児休業後等の従事者が短時間勤務制度を利用し、正職員として勤務する場合、育児・介護
休業法で定める期間は週30時間以上の勤務で常勤扱いとする。

10

常勤配置の取扱いの明確化

例）常勤医師１名、常勤看護師１名の配置要件の場合

常勤看護師が育児休業を取得

育児休業を取得している期間、非常勤
看護師２名の常勤換算により施設基
準を満たすことが可能。

休
業
期
限

短時間勤務制度利用期間

短時間勤務制度を利用している期間
は週30時間以上の勤務で常勤としてカ
ウント可能。

※ 常勤換算される非常勤従事者は
各々が当該施設基準上求められる
資質を有していなければならない。

例） 経験年数○年以上、所定の研修
を修了していること 等

医療従事者の負担軽減・人材確保について（平成28年度診療報酬改定）



【論点２】福祉・介護職員処遇改善加算等について

現状・課題

○ 障害福祉サービスを安定的に提供していくために、障害福祉人材の確保は重要課題の一つであり、平成24年度には
「福祉・介護職員処遇改善加算」を創設するなど、障害福祉人材の処遇改善の取組を進めているところ、その間、
障害福祉サービス事業所の自主努力も相まって一定の改善が図られてきた。（→P20）

○ 近年では、
・ 平成29年に臨時改定を行い、事業者による昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すため、
福祉・介護職員処遇改善加算の拡充を行うとともに、

・ 令和元年10月に臨時の報酬改定を行い、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、福祉・介護職員の更なる
処遇改善を進めるために、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を創設した。この特定加算については、一定程
度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとした。（→P23）

【福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について】
○ 平成30年度報酬改定において、「福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）については、要件の一部を満たさ

ない事業者に対し、減算された単位数での加算の取得を認める区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡
素化の観点を踏まえ、これを廃止する。その際、一定の経過措置期間を設け」、「その間、障害福祉サービス等事業
所に対してはその旨の周知を図るとともに、より上位の区分の加算取得について積極的な働きかけを行う」とされた。
（→P24）

○ この間、処遇改善加算の取得促進に係る補助事業も活用し、より上位区分の加算の取得に向けた支援を行ってきた
ところであり、算定率について、全体の算定率が上昇する中で、加算（Ⅳ）は平成30年４月時点で0.8％であったとこ
ろ、令和２年７月時点では0.4％に、加算（Ⅴ）は平成30年４月時点で0.6％であったところ、令和２年７月時点では
0.3％となっており、上位区分の取得が進んでいる。（→P25,26）

【福祉・介護職員特別処遇改善加算について】
○ また、平成24年度の処遇改善加算創設時に、「介護保険サービスと比べた障害福祉サービス等の特性を踏まえ、

福祉・介護職員の処遇改善をより一層推し進めるために、加算要件を緩和し」対象職種を限定しない「福祉・介護
職員特別処遇改善加算」が創設されているが、令和２年７月時点の取得率は0.5％に止まっている。（→P26）

11



【論点２】福祉・介護職員処遇改善加算等について

12

現状・課題

【福祉・介護職員処遇改善加算の加算率の見直し】
○ さらに、「平成30年度予算執行調査」（平成30年７月６日財務省公表）において、特に訪問系サービスにおいて、

福祉・介護職員処遇改善加算の加算率の算定に用いている「「社会福祉施設等調査」における常勤換算従事者数が、
実態に比べて過大となっているものと考えられる」として、加算率の算定方法を適切なものに見直すよう指摘された
ため、令和元年10月の臨時報酬改定において、暫定的な見直しを行った上で、令和元年社会福祉施設等調査の調査票
の一部の留意事項を削除した上で調査を実施し、その調査結果を令和３年度報酬改定に適切に反映させるとされた。
（→P27～31）

【職場環境等要件について】
○ 処遇改善加算における職場環境等要件については、通知において具体的な取組事項を例示しているが、近年見直し

が行われておらず、また、
・ 健康診断等法令上事業者に取り組むことが求められているものが含まれていたり、
・ 処遇改善加算におけるキャリアパス要件のそれぞれの項目が設けられた以降（処遇改善加算(Ⅰ)・(Ⅱ)は平成27
年４月以降、(Ⅲ)・(Ⅳ)は平成20年10月以降）に実施した事項
について報告することとされており、当該年度に取組を行うことまで求められていない

等の状況がある。
また、令和元年10月に創設した特定処遇改善加算においては、処遇改善加算で求めている職場環境等要件の「資質

の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」について、各項目で１つ以上の取組を実施することを要件とした。
（→P21）

○ 介護報酬における令和３年度改定に向けた検討においては、職場環境等要件について、介護事業所における職場環
境の改善の取組をより実効性の高いものとする観点から、
・ 過去に行った取組ではなく、当該年度における取組の実施を求めることとしてはどうか。
・ 職場環境等要件に定める取組について、介護の現場においてより長く働き続ける環境整備を進める観点から、

若手の職員の採用や、定着支援に向けた取組などがより促進されるように見直しを検討してはどうか。
という検討の方向が示されている（第192回介護給付費分科会資料［R2.11.9］）。（→P72）



【論点２】福祉・介護職員処遇改善加算等について
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論 点

○ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について、平成30年度報酬改定時の検討内容を踏まえ、どのように
考えるか。

○ 令和元年10月に創設した福祉・介護職員等特定処遇改善加算において、一定の範囲でその他の職種にも配分できる
ように事業所の裁量を認める取扱いとしていることを踏まえ、平成24年度の処遇改善加算創設時に、対象職種を限定
しないことを主眼として設けられた福祉・介護職員特別処遇改善加算の取扱いについて、どのように考えるか。

○ 福祉・介護職員処遇改善加算の加算率の見直しについて、平成30年度予算執行調査の指摘も踏まえて、どのような
対応が考えられるか。

○ 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件につい
て、障害福祉サービス事業所における職場環境の改善の取組をより実効性が高いものとする観点から、どのような対
応が考えられるか。

検討の方向性

○ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について、平成30年度報酬改定の際に示されている上位区分の取得
が進んでいることを踏まえ、一定の経過措置期間を設けた上で、廃止することとしてはどうか。

○ 福祉・介護職員特別処遇改善加算については、平成24年度の処遇改善加算の創設時に、対象職種を限定しないこと
を主眼として設けられたものであるところ、令和元年10月に創設した福祉・介護職員等特定処遇改善加算の事業所内
における配分について、経験・技能を有する障害福祉サービス等従事者に重点化しつつ、一定の範囲で他の障害福祉
人材やその他の職種にも配分できるように事業所の裁量を認める取扱いとしており、さらに、後述するとおり、導入
の趣旨を踏まえつつ、取得促進を図るとともに、より事業者が活用しやすい仕組みとする観点から、各事業所におい
てより柔軟な配分を可能とする見直しを検討する方向性であることから、本特別加算の取得率や報酬体系の簡素化の
観点を踏まえ、福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）と同様に一定の経過措置期間を設けた上で、廃止する
こととしてはどうか。



【論点２】福祉・介護職員処遇改善加算等について
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検討の方向性

○ 福祉・介護職員処遇改善加算の加算率について、平成30年度予算執行調査における指摘や令和元年社会福祉施設等
調査 (注) の結果も踏まえつつ、適切な見直しを検討してはどうか。

（注）調査票において、従事者数に係る留意事項に「利用者がいた場合に対応できる人数を記入してください」と記載されていたところ、当該記述を
削除した上で調査を実施しており、現在集計作業中。

○ 職場環境等要件については、介護報酬改定に向けた検討状況も踏まえつつ、
１）職場環境等要件に基づく取組について、より実効性を確保する観点から、過去に行った取組ではなく、当該年度

における取組の実施を求めることとしてはどうか。
２）職場環境等要件に定める取組について、介護の現場においてより長く働き続ける環境整備を進める観点から、

・ 若手の職員の採用や、定着支援に向けた取組
・ 職員のキャリアアップに資する取組
・ 両立支援に関する課題や腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
・ 生産性向上につながる取組
・ 仕事へのやりがいの醸成や、職場のコミュニケーションの円滑化等による勤務継続を可能とするような取組
などがより促進されるように見直しを検討してはどうか。



○ 障害者自立支援法施行以降、障害福祉サービス等の利用者数は12年間で約３倍に増加している。
サービス量の増加に伴う障害福祉分野の福祉・介護職員数は12年間で約２倍となっている。
（万人）

利用者数

障害福祉分野の福祉・介護職員数の推移（推計値）

【出典】厚生労働省「社会福祉施設等調査」に基づき社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課において作成。
注１）平成21～29年度の数値は、回収率の割り戻しにより補正し推計したもの。平成30年度については、調査結果が全施設・事業所の推計値となり、回収率での割り戻しはしてい

ないため、平成29年以前の結果との比較には留意が必要。
注２）従事者数及び利用者数は各年の10月1日現在の数値である。
注３）従事者数は、福祉・介護職員処遇改善加算の対象となる直接処遇職員について、常勤、非常勤を含めた実人員数を各サービス・事業で合計したものである。
注４）各年度の「社会福祉施設等調査」の結果を踏まえ、障害者自立支援法、障害者総合支援法のサービス及び児童福祉法のサービスを含めているが、年度により位置付けの異なる移動支

援（外出介護・同行援護）は、年度比較に支障が出るため含めていない。
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障害福祉関係分野職種における労働市場の動向（有効求人倍率と失業率の動向）

○ 障害福祉サービス等従事者を含む関係職種の有効求人倍率は、全職種より高い水準で推移している。

失業率
（全産業）
（右目盛）

有効求人倍率
（障害福祉関係分野）
（左目盛）

有効求人倍率
（全職業）
（左目盛）

（倍）
有効求人倍率（障害福祉関係分野）と失業率
【平成18～令和元年／暦年別】

【出典】厚生労働省「職業安定業務統計」、総務省「労働力調査」に基づき社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課において作成。
注１）平成23年の数値は、東日本大震災の影響により補完的に推計した値(実数は2015年国勢調査基準，比率は2005年国勢調査基準)。
注２）障害福祉関係分野については、平成24年以前は「 社会福祉専門の職業」の有効求人倍率。
注３）障害福祉関係分野については、平成25年以降は「社会福祉の専門的職業」、「介護サービスの職業」の有効求人数及び有効求職者をそれぞれ合計し、

「有効求人数÷有効求職者数」で計算。 16



障害福祉サービス等従事者の平均給与額の状況（常勤の者、職種別） ①

○ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得（届出）している施設・事業所における福祉・介護職員
（常勤の者）の平均給与額について、平成31年２月と令和２年２月の状況を比較すると、17,250円の
増となっている。

令和２年２月 平成31年２月
差

（令和２年－平成31年）

福祉・介護職員 321,820円 304,570円 17,250円

サービス管理責任者 409,300円 384,680円 24,620円

看護職員 416,780円 405,920円 10,860円

理学療法士・作業療法士 403,470円 388,470円 15,000円

機能訓練担当職員 （言語聴覚士含む） 363,720円 351,620円 12,100円

心理指導担当職員 371,620円 361,490円 10,130円

管理栄養士・栄養士 354,680円 342,660円 12,020円

調理員 292,910円 279,040円 13,870円

事務員 342,180円 331,670円 10,510円

【出典】令和２年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査
注１） 福祉・介護職員：ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員
注２）平成31年２月末日と令和２年２月末日ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
注３）平均給与額は基本給（月額）＋手当＋一時金（10～３月支給金額の１／６）。
注４）サービス管理責任者には、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者を含む。
注５）平均給与額は10円未満を四捨五入している。
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障害福祉サービス等従事者の平均給与額の状況（常勤の者、職種別） ②

○ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)～(Ⅴ)を取得（届出）している事業所における福祉・介護職員
（常勤の者）の平均給与額について、平成31年２月と令和２年２月の状況を比較すると、14,990円の
増となっている。

令和２年２月 平成31年２月
差

（令和２年－平成31年）

福祉・介護職員 310,970円 295,980円 14,990円

サービス管理責任者 393,090円 372,940円 20,150円

看護職員 411,360円 400,500円 10,860円

理学療法士・作業療法士 398,150円 385,260円 12,890円

機能訓練担当職員 （言語聴覚士含む） 365,500円 360,740円 4,760円

心理指導担当職員 379,940円 368,480円 11,460円

管理栄養士・栄養士 351,460円 341,370円 10,090円

調理員 286,970円 274,420円 12,550円

事務員 343,220円 333,360円 9,860円

【出典】令和２年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査
注１） 福祉・介護職員：ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員
注２）平成31年２月末日と令和２年２月末日ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
注３）平均給与額は基本給（月額）＋手当＋一時金（10～３月支給金額の１／６）。
注４）サービス管理責任者には、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者を含む。
注５）平均給与額は10円未満を四捨五入している。
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平均年齢 勤続年数 賞与込み給与

（歳） （年） （万円）

産
業
別

産業計 42.4 11.0 37.3

職
種
別

医師 40.7 5.2 97.4 

看護師 39.5 8.2 40.2 

准看護師 50.2 11.6 33.6

理学療法士、作業療法士 33.3 6.2 34.1 

介護支援専門員（ケアマネジャー） 49.9 9.3 32.8 

障害福祉関係分野の職員
【(Ａ)・(Ｂ)・（Ｃ）の加重平均】

41.6 7.3 29.1

保育士(Ａ) 36.7 7.8 30.3 

ホームヘルパー(Ｂ) 48.9 7.3 27.3 

福祉施設介護員(Ｃ) 42.6 7.1 28.9 

【出典】厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」に基づき社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課において作成。

注１）一般労働者とは、「短時間労働者」以外の者をいう。短時間労働者とは、１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者、又は１日の所定労働時間が一般の労働者と同じでも
１週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者をいう。

注２）「賞与込み給与」は、「きまって支給する現金給与額（労働協約、就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給された現金給与額）」に、「年間賞与そ
の他特別給与額（前年1年間（原則として1月から12月までの1年間）における賞与、期末手当等特別給与額（いわゆるボーナス））」の1/12を加えて算出した額

注３）産業別（産業計）賃金は「100人以上規模企業における役職者」を除いて算出。なお、職種別賃金には役職者は含まれていない。

○ 障害福祉関係分野の職員について産業計と比較すると、勤続年数が短くなっているとともに、賞与込
み給与も低くなっている。

障害福祉関係分野の賃金の状況（一般労働者、男女計）
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① 平成21年４月：障害福祉サービス等報酬改定 ＋5.1％改定

⇒ 福祉・介護従事者の人材確保・処遇改善等を図る。

③ 平成24年４月：障害福祉サービス等報酬改定 ＋2.0％改定

⇒ 上記、処遇改善交付金を「処遇改善加算」として障害福祉サービス等報酬に組込む。

併せて、交付金の申請率が低いこと等を踏まえ、算定要件を緩和した「処遇改善特別加算」を

創設。（1人当たり、0.5万円相当）

② 平成21年10月～平成24年３月：福祉・介護職員処遇改善交付金（補正予算）

⇒ 平成21年度補正予算（平成21年４月の経済危機対策）において、福祉・介護職員の処遇改善

等の支援を行うための措置。（1人当たり、1.5万円相当）

④ 平成27年４月：障害福祉サービス等報酬改定 ±０％改定

⇒ 現行加算の仕組みは維持しつつ、更なる資質向上、雇用管理・労働環境改善の取組を進める

事業所を対象に、処遇改善加算を拡充。（1人当たり、1.2万円相当）

⑤ 平成29年４月：障害福祉サービス等報酬改定（臨時） ＋1.09％改定

⇒ ニッポン一億総活躍プラン等に基づき、処遇改善加算を拡充。（1人当たり、1万円相当）

⑥ 令和元年10月：障害福祉サービス等報酬改定（臨時） ＋2.00％改定

⇒ 新しい経済政策パッケージに基づき、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を創設。（経験・技

能のある職員に重点化を図りつつ、その他の職員に収入を充てる柔軟な運用を認めることを前提

に、更なる処遇改善を実施。）

これまでの障害福祉人材の処遇改善に係る取組について
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① or ②①＋②①＋②＋③

加算（Ⅰ）

月額3.7万円相当 加算（Ⅱ）

月額2.7万円相当
加算（Ⅲ）

月額1.5万円相当

加算（Ⅳ）

加算(Ⅲ)×0.9

加算（Ⅴ）

加算（Ⅲ）×0.8

or
① or ②

＋＋＋

職場環境等要件

算
定
要
件

現
行
の
処
遇
改
善

加
算
の
区
分

キャリアパス要件

いずれも
満たさない

＜福祉・介護職員等特定処遇改善の取得要件＞
・ 現行の福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを取得していること
・ 福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
・ 福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

＜サービス種類内の加算率＞
・ 福祉専門職員配置等加算、特定事業所加算の取得状況を加味して、加算率を２段階に設定
・ 加算率の設定に当たっては、１段階とした場合の加算率を試算した上で、原則、新加算（Ⅱ）の加算率がその×0.9となるよう設定
※ 加算（Ⅰ）と加算（Ⅱ）で加算率の差が大きくなる（1.5倍を超える）場合には、×0.95となるよう設定
※ 福祉専門職員配置等加算及び特定事業所加算が無いサービスは、１段階の加算率に設定

新加算
（Ⅰ） 新加算

（Ⅱ） 新加算
（Ⅰ） 新加算

（Ⅱ）
新加算
（Ⅰ） 新加算

（Ⅱ）

特定処遇改善加算・処遇改善加算の全体のイメージ

（注）「キャリアパス要件①」･･･職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
「キャリアパス要件②」･･･資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
「キャリアパス要件③」･･･経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
「職場環境等要件」･･･賃金改善以外の処遇改善を実施すること

※ 加算（Ⅳ・Ⅴ）については、今後廃止予定
※ この他、福祉・介護職員を中心として、従事者の処遇改善が図られている
ことを取得要件とする処遇改善特別加算（月額0.5万円相当）がある。

（キャリアパス要件・職場環境等要件は問わない）
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平成29年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

○ 平成29年度障害福祉サービス等報酬改定は、障害福祉人材の処遇改善について、平成
29年度より、キャリアアップの仕組みを構築し、月額平均１万円相当の処遇改善を実施
するため、臨時に1.09％の報酬改定を行うものである。

１．改定率について

○ 事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築について、手
厚く評価を行うための区分を新設する。

○ 新設する区分の具体的な内容については、現行の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の
算定に必要な要件に加えて、新たに、「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又
は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること（就業規則等の明確な
書面での整備・全ての福祉・介護職員への周知を含む）」とのキャリアパス要件を設け、
これらを全て満たすことを要することとする。

２．平成29年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的考え方とその対応



介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。
具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所にお
ける勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均８万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。

また、障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う。

○ 新しい経済政策パッケージ（抜粋）

新しい経済政策パッケージに基づく障害福祉人材の更なる処遇改善（特定処遇改善加算）

事
業
所
内
で
の
配
分

そ
の
他
の
職
種

居
宅
介
護

生
活
介
護

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

A％ B％ C％

加
算
率
の
設
定

・・・

経
験
・技
能
の
あ
る

障
害
福
祉
人
材

他
の
障
害
福
祉
人
材

① ② ③

経
験
・技
能
の
あ
る

障
害
福
祉
人
材

経
験
・技
能
の
あ
る

障
害
福
祉
人
材

②
他の障害
福祉人材

① ①

全て選択可能

平
均
処
遇
改
善
額

平
均
処
遇
改
善
額

平
均
処
遇
改
善
額

経
験
・技
能
の
あ
る

障
害
福
祉
人
材

①

・10年以上の介護福祉士等（※）の数に応じて設定
・加算率は二段階に設定

事業所の裁量も認めつつ
一定のルールを設定

▶ 平均の処遇改善額 が、

・ ①経験・技能のある障害福祉人材は、②他の障害福祉人材の２倍以上とすること
・ ③その他の職種（役職者を除く全産業平均水準（年収440万円）以上の者は対象外）は、②他の障害福祉人材
の２分の１を上回らないこと

※ ①は、勤続10年以上の介護福祉士等を基本とし、勤続10年の考え方は事業所の裁量で設定
（小規模な事業所等で合理的な説明があれば、リーダー級を設定しなくても可）

※ ①、②、③内での一人ひとりの処遇改善額は、柔軟に設定可能
※ 平均賃金額について、③が②と比べて低い場合は、柔軟な取扱いが可能

▶ ①経験・技能のある障害福祉人材において「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均水準
（年収440万円）」を設定・確保

→ リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水準を実現

③
その他の職種

令和元年度報酬改定
※ 改定率換算＋1.56％

a ba

▶ ａ、ｂ：経験若しくは技能等を鑑みて、通常の職員分類では適正な評価ができない職員の特性を考慮し、
一定のルールのもと、法人・事業所の裁量で職員分類の変更を行うことができる。（障害独自の特例）

※ 介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、
心理指導担当職員（公認心理師含む）、サービス管理責任者、
児童発達支援管理責任者及びサービス提供責任者

②
他の障害
福祉人材
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平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要（抜粋）

24

（６）福祉・介護職員処遇改善加算の見直し

○ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）については、要件の一部を満たさな
い事業者に対し、減算された単位数での加算の取得を認める区分であることや、当該
区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、これを廃止する。その際、一定の
経過措置期間を設けることとする。

○ その間、障害福祉サービス等事業所に対してはその旨の周知を図るとともに、より
上位の区分の加算取得について積極的な働きかけを行うこととする。

※ 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）については、別に厚生労働大臣が定める期日
（注）までの間に限り算定することとする。

［注］平成30年度予算案に盛り込まれた「障害福祉サービス等支援体制整備事業」により、加算の
新規の取得や、より上位の区分の加算取得に向けて、事業所への専門的な相談員（社会保険労
務士など）の派遣をし、個別の助言・指導等を行うとともに、本事業の実施状況等を踏まえ、
今後決定。



障害福祉サービス等支援体制整備事業

令和２年度予算：約52,930千円（（目）障害者総合支援事業費補助金）
実施主体：都道府県、指定都市、中核市

○ 都道府県等が行う福祉・介護職員処遇改善加算及び「新しい経済政策パッケージ」に基づく福祉・介護職員等特定処遇改善加算の
取得に係る障害福祉サービス等事業所への助言・指導等の取組を支援し、事業所における加算の新規取得や、より上位区分の加算
の取得を促進するとともに、障害福祉サービス等情報公表制度に係る都道府県等の審査体制を確保する取組を支援し、当該制度を
円滑に実施することを目的とする。

（１）研修等の実施
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の仕組みや加算の取得方法等について説明を行い、障害福祉サービス等事業所における

当該加算の取得に係る支援を行う。

（２）個別訪問等の実施
障害福祉サービス等事業所における福祉・介護職員処遇改善加算の新規取得や、より上位区分の加算取得に向けて、社会保

険労務士など労務関係の専門的知識を有する者に委託等を行い、当該社会保険労務士などが直接、加算未届事業所などを訪問
し、加算の取得等に係る助言・指導・各種書類の作成補助等の支援を行う。

障害福祉サービス等情報公表制度の審査に必要な非常勤職員の雇用に係る経費を補助する。

事業内容

事業趣旨

１．福祉・介護職員処遇改善加算等の取得促進に係る事業所への助言・指導等（補助率：10／10）

２．障害福祉サービス等情報公表制度の施行に係る審査体制の確保（補助率：１／２）
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福祉・介護職員処遇改善加算等の請求状況

出典：国保連データ
※特定処遇改善加算における区分が無いサービスの場合は、システムの仕様上、区分（Ⅰ）に含めて集計されている。
※端数処理の関係で内訳の合計が表の合計数値を一致しない場合がある。

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

平成28年
４月サービス
提供分

平成28年
10月サービス
提供分

平成29年
４月サービス
提供分

平成29年
10月サービス
提供分

平成30年
４月サービス
提供分

平成30年
10月サービス
提供分

平成31年
４月サービス
提供分

令和元年
10月サービス
提供分

令和２年
４月サービス
提供分

令和２年
７月サービス
提供分

処遇改善加算（Ⅰ）
（37,000円）

ー ー 48.8% 51.8% 58.1% 59.1% 62.7% 64.1% 67.5% 67.9%

処遇改善加算（Ⅱ）
（27,000円）

55.7% 56.8% 14.8% 12.5% 9.9% 9.6% 8.6% 8.3% 7.4% 7.3%

処遇改善加算（Ⅲ）
（15,000円）

16.5% 16.4% 11.8% 11.5% 9.8% 9.6% 8.7% 8.4% 7.2% 7.1%

処遇改善加算（Ⅳ）
（Ⅲ×0.9）

1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 0.8% 0.8% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4%

処遇改善加算（Ⅴ）
（Ⅲ×0.8）

0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3%

処遇改善加算合計 73.8% 74.8% 77.0% 77.4% 79.2% 79.8% 81.1% 81.8% 82.8% 83.0%

処遇改善特別加算 1.2% 1.2% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5％

特定処遇改善加算（Ⅰ） - - - - - - - 21.5% 28.3% 29.0%

特定処遇改善加算（Ⅱ） - - - - - - - 11.6% 17.2% 17.5%

特定処遇改善加算合計 - - - - - - - 33.1% 45.5% 46.5%
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【事案の概要】

障害福祉サービス等報酬とは、障害者や障害児に福祉サービスを提供する事業者に、その対価として公費から支払われる給付費である（公費負担：国1/2、都道府県1/4、市町村
1/4）。居宅介護や就労支援といったサービスの種類によって、提供に係る人件費や物件費といった費用が異なることから、報酬は、サービスの種類ごとに単価が定められている。

こうした中、障害福祉サービス等に従事する職員については、その賃金等の改善を行う必要があったため、サービスの種類ごとに基本的な報酬に上乗せして支払う「加算」（＝
「福祉・介護職員処遇改善加算」）を設けてきた。これは、一定の要件を満たす障害福祉サービス等事業者に対し、この加算額を支払うことで、加算額分が職員の賃金の充実に充
てられることを目的としたものである。

このような報酬の加算を行うに当たっては、障害福祉サービスの種類ごとに、従事する職員の数や、サービスの提供に要する時間など、それぞれ実情が異なる中で、各サービス
に対し、どの程度の加算を行うことが適当かが問題となる。

このため、ある種類のサービスに対し、支払うべき加算額を設定するに当たっては、当該種類のサービスに従事する職員の数等に応じて計算することとしている。これは、従事
する職員の数が多いサービスについては、個々の職員の賃金等を改善する上で、必要となる金額が大きいとの考え方による。
報酬の支払実務においては、このように計算された各サービスの賃金改善に必要な金額を、各事業者に支払う上で、基本的な報酬単価に対してどの程度の率で加算する必要があ

るかを計算し、その結果を「加算率」として設定している。

①調査事案の概要

総 括 調 査 票
調査事案

名
（23）障害福祉サービス等（処遇改善）

調査対象
予 算 額

平成29年度：1,231,946百万円の内数
（参考 平成30年度：1,346,765百万円の内数）

省庁名 厚生労働省
会計 一般会計

項 障害保健福祉費 調査主体 本省

組織 厚生労働本省 目
障害者自立支援給付費負担金、
障害児入所給付費等負担金

取りまとめ財務
局

－

キャリアパス要件Ⅰ
キャリアパス要件Ⅱ
職場環境等要件

のいずれも満たさず

加算Ⅲ
(月額15,000円相当)

加算Ⅳ
（加算Ⅲ×0.9）

加算Ⅴ
（加算Ⅲ×0.8）

加算Ⅱ
(月額27,000円相当)

算
定
要
件

キャリアパス要件Ⅰ
キャリアパス要件Ⅱ
職場環境等要件

のいずれかを満たす

キャリアパス
要件Ⅰ又はⅡ

に加え
職場環境等要件

を満たす

キャリアパス要件Ⅰ
キャリアパス要件Ⅱ
職場環境等要件
の全てを満たす

加算Ⅰ
(月額37,000円相当)

キャリアパス要件Ⅰ
キャリアパス要件Ⅱ
キャリアパス要件Ⅲ
職場環境等要件
の全てを満たす

（注）「キャリアパス要件Ⅰ」･･･職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
「キャリアパス要件Ⅱ」･･･資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
「キャリアパス要件Ⅲ」･･･経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を

判定する仕組みを設けること
「職場環境等要件」･･･賃金改善以外の処遇改善を実施すること
※就業規則等の明確な書面での整備・全ての福祉・介護職員への周知を含む。

【福祉・介護職員処遇改善加算の区分】

（注） 従事者数は、厚生労働省の「社会福祉施設等調査」における「障害福祉
サービス等事業所の常勤換算従事者数」
給付費総額は、事業所から各都道府県の国民健康保険団体連合会に対する

請求実績等
を用いている。

【あるサービスの加算率の算定方法】

当該サービスの
加算率＝

当該サービスの
全国の事業所に
おける加算対象

従事者数

当該サービスの
全国の事業所に対する

給付費総額

加算区分に応じた
処遇改善相当額

（例：37,000円）
×

1/2財務省 平成30年度予算執行調査における福祉・介護職員処遇改善加算の加算率に対する指摘

第２回「障害福祉サービス等報酬改定検討
チーム」（H30.10.31） 資料１抜粋
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②調査の視点

総 括 調 査 票
調査事案名 （23）障害福祉サービス等（処遇改善）

2/2

③調査結果及びその分析

福祉・介護職員
処遇改善加算に係
る加算率の算定構
造上、給付費に対
する従事者数が多
いほど加算率が高
くなるが、当該従
事者数は、サービ
スの提供実態を反
映しているか。

【調査対象】
厚生労働省の以下
の調査を分析

・平成28年社会福
祉施設等調査

・平成29年障害福
祉サービス等経営
実態調査

○ このような乖離が生じる原因として、「社会
福祉施設等調査」において、従事者数として、
「利用者がいた場合に対応できる人数」を記入
すべきものとされていることが考えられる。

福祉・介護職
員処遇改善加算に
係る加算率は、サ
ービス提供実態に
照らして過大に設
定されている可能
性がある。

全サービスにお
ける加算率の算定
根拠を確認し、処
遇改善の制度趣旨
に沿わない状態と
なっている場合に
は、現行の加算率
の算定方法を適切
なものに見直すべ
き。

○ 現行の加算率を見ると、他のサービスと比べ、訪問系サービスの加算率は著しく高い設定となっている。【表１】

居宅介護
重度訪問
介護

同行援護 行動援護 生活介護
就労移行
支援

児童発達
支援

放課後等
デイサー
ビス

30.3% 19.2% 30.3% 25.4% 4.2% 6.7% 7.6% 8.1%

【表１】サービス別の加算率（加算Ⅰに該当する場合）

（出典）厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知
「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について 別紙１」

訪問系サービス 障害児通所支援日中活動系サービス

（注）常勤換算従事者数とは、常勤者及び非常勤者
において、その職務に従事することとなっている１
週間の勤務時間を当該事業所が定めた通常の１週間
の勤務時間で除すことにより、事業所の従業者の員
数を常勤の従業者の員数に換算したもの。

○ 厚生労働省は、加算率の算定諸元である従
事者数について、同省の「社会福祉施設等調
査」における「障害福祉サービス等事業所の
常勤換算従事者数」を使用している。

 一方で、訪問系サービスについて、同省の
「障害福祉サービス等経営実態調査」及び国
民健康保険団体連合会のデータを活用し、全
国の事業所における常勤換算従事者数を推計
すると、｢社会福祉施設等調査」のそれと比べ
最大で３倍以上の差があった。【表２】

④今後の改善点･
検討の方向性

【表２】常勤換算従事者数の比較

（注） 社会福祉施設等調査は平成28年９月時点の「障害福祉サービス等事業所の常勤換算
従事者数」を回収率で割り戻した員数

障害福祉サービス等経営実態調査及び国保連データは、「障害福祉サービス等経営
実態調査」における平成29年４月時点の「１施設・事業所当たりの常勤換算従事者数」
に、同年同月に国民健康保険団体連合会に実際に請求のあった事業所数を乗じた員数

116,331 

40,718 
32,905 

6,633 

50,256 

17,979 
9,918 

2,880 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護

社会福祉施設等調査

障害福祉サービス等経営実態調査

及び国保連データ

（人）

 こうした調査方法の下、ある障害福祉サービスの事業者として指定を受けた事業者は、実際にはサービス提供が僅少の
場合であっても、指定申請を行った際の従事者数や人員配置基準上の最低従事者数（訪問系サービスであれば2.5人）を
記入することも考えられ、結果として、「社会福祉施設等調査」における常勤換算従事者数が、実態に比べ過大となって
いるものと考えられる。

財務省 平成30年度予算執行調査における福祉・介護職員処遇改善加算の加算率に対する指摘

第２回「障害福祉サービス等報酬改定検討
チーム」（H30.10.31） 資料１抜粋
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○ 財務省から具体的に指摘があった箇所は、加算率の算出に使用した社会福祉施設等調査における訪問系サービスの常勤換算従事者数が、実態
と乖離しているのではないかという点である。
指摘があった平成28年社会福祉施設等調査における訪問系サービスの訪問回数（9月中）と常勤換算従事者数のクロス集計を行ったところ、訪問

回数が少ないにも関わらず、多数の常勤換算従事者数を回答していた事業所もあったことから、処遇改善加算の加算率計算に用いることは適さな
いと考えられる。

出展：平成28年社会福祉施設等調査（社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課による特別集計）
※１ 訪問回数階級は平成28年9月中における事業所の延べ訪問回数で区分している。
※２ 常勤換算従事者数階級は、加算対象である福祉・介護職員の常勤換算数で区分している。
※３ 平成28年9月中に利用者がいた事業所を集計。
※４ 「訪問回数不詳」、「従事者数不詳」の事業所を除いて集計。

財務省指摘を踏まえた主な検証結果

19回未満 20～39回 40～59回 60～99回 100～199回 200回以上

15,234 2,195 2,143 1,561 2,431 3,395 3,509

0～2.9人 4,777 1,058 934 598 817 904 466
3～5.9人 5,263 765 762 567 939 1,241 989
6～8.9人 2,371 225 266 220 357 596 707
9～11.9人 1,212 82 95 92 152 318 473
12～17.9人 949 40 56 51 99 230 473
18～23.9人 315 14 19 17 39 54 172
24人以上 347 11 11 16 28 52 229

合計

常
勤
換
算
従
事
者
数
階
級

訪問回数階級

居宅介護事業所数

合計

平成28年10月1日

19回未満 20～39回 40～59回 60～99回 100～199回 200回以上

5,483 1,944 1,152 561 669 639 518

0～2.9人 2,038 918 499 219 195 148 59
3～5.9人 1,696 572 370 192 243 217 102
6～8.9人 728 215 131 59 108 119 96
9～11.9人 412 121 64 43 53 59 72
12～17.9人 340 81 51 28 34 61 85
18～23.9人 114 20 16 6 17 24 31
24人以上 155 17 21 14 19 11 73

重度訪問介護事業所数
平成28年10月1日

合計

訪問回数階級

合計

常
勤
換
算
従
事
者
数
階
級

19回未満 20～39回 40～59回 60～99回 100～199回 200回以上

4,906 3,161 954 334 249 121 87

0～2.9人 2,130 1,494 400 105 86 28 17
3～5.9人 1,369 874 270 108 64 38 15
6～8.9人 592 369 109 47 37 16 14
9～11.9人 314 178 69 21 19 14 13
12～17.9人 303 164 60 28 26 14 11
18～23.9人 89 39 21 11 8 7 3
24人以上 109 43 25 14 9 4 14

常
勤
換
算
従
事
者
数
階
級

同行援護事業所数
平成28年10月1日

合計

訪問回数階級

合計

19回未満 20～39回 40～59回 60～99回 100～199回 200回以上

1,159 544 238 129 126 97 25

0～2.9人 524 305 108 51 36 22 2
3～5.9人 382 151 88 50 52 37 4
6～8.9人 113 47 20 15 13 12 6
9～11.9人 59 20 13 6 8 7 5
12～17.9人 48 13 2 6 14 9 4
18～23.9人 15 5 3 1 1 3 2
24人以上 18 3 4 0 2 7 2

行動援護事業所数
平成28年10月1日

合計

訪問回数階級

合計

常
勤
換
算
従
事
者
数
階
級

第２回「障害福祉サービス等報酬改定検討
チーム」（H30.10.31） 資料１抜粋

30



＜2021年度報酬改定に向けた対応＞

○ 2021年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて、2019年に社会福祉施設等調査を行う際に、調査票の「利

用者がいた場合に対応できる人数を記入してください。」という記載を削除した上で調査を実施し、その調査結

果を2021年度報酬改定に適切に反映させる。

＜2019年度報酬改定における暫定的な見直し＞

○ 暫定的な見直しとして、常勤換算従事者数が20人以上であって、１ヶ月の訪問回数１に対して、１ヶ月の常勤

換算従事者数１以上の事業所の数値を見直しの対象とし、常勤換算従事者数を平均値に置き換えて加算率

を見直す。なお、重度訪問介護と行動援護は、居宅介護や同行援護に比べ、２人対応や長時間対応が多い実

態を踏まえて、１ヶ月の訪問回数１に対して１ヶ月の常勤換算従事者数２以上の事業所を見直しの対象とする。

2019年10月から適用される具体的な加算率の見直し内容は、以下のとおり。

現行の福祉・介護職員処遇改善加算の加算率の一部見直しについて

対応方法

現行の加算率 見直し後の加算率

加算（Ⅰ） 加算（Ⅱ） 加算（Ⅲ） 加算（Ⅰ） 加算（Ⅱ） 加算（Ⅲ）

居宅介護 30.3% 22.1% 12.3% 30.2% 22.0% 12.2%

重度訪問介護 19.2% 14.0% 7.8% 19.1% 13.9% 7.7%

行動援護 25.4% 18.5% 10.3% 25.0% 18.2% 10.1%

同行援護 30.3% 22.1% 12.3% 30.2% 22.0% 12.2%

「2019年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」
（H31.２.15障害福祉サービス等報酬改定検討チーム） 抜粋
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福祉・介護職員処遇改善加算等に係る現在の加算率について

（注１） 特定処遇改善加算については、原則、福祉専門職員配置等加算の取得状況を加味して、加算率を２段階に設定している。（※サービスは、特定事業所加算を加味）
（注２） 就労継続支援A型については、福祉専門職員配置等加算があるものの、計算結果として同じ加算率となっている。
（注３） 福祉専門職員配置等加算が無いサービスは、加算率を１段階に設定している。
（注４） 就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援（移行）、地域相談支援（定着）は、処遇改善加算の算定非対象サービスである。
（注５） 短期入所について、併設型・空床利用型は本体施設の加算率を適用することとし、単独型は生活介護の加算率を適用する。

サービス区分
特定処遇改善加算 処遇改善加算

新加算Ⅰ 新加算Ⅱ 加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ 加算Ⅴ

居宅介護※ 7.4% 5.8% 30.2% 22.0% 12.2%

加算（Ⅲ）に
より算出した

単位
×０．９

加算（Ⅲ）に
より算出した

単位
×０．８

重度訪問介護※ 4.5% 3.6% 19.1% 13.9% 7.7%

同行援護※ 14.8% 11.5% 30.2% 22.0% 12.2%

行動援護※ 6.9% 5.7% 25.0% 18.2% 10.1%

療養介護 2.5% 2.3% 3.5％ 2.5％ 1.4％

生活介護 1.4% 1.3% 4.2％ 3.1％ 1.7％

自立訓練（機能訓練） 5.0% 4.5% 5.7％ 4.1％ 2.3％

自立訓練（生活訓練） 3.9% 3.4% 5.7％ 4.1％ 2.3％

就労移行支援 2.0% 1.7% 6.7％ 4.9％ 2.7％

就労継続支援Ａ型 0.4% 0.4% 5.4％ 4.0％ 2.2％

就労継続支援Ｂ型 2.0% 1.7% 5.2％ 3.8％ 2.1％

共同生活援助（指定共同生活援助） 1.8% 1.5% 7.4％ 5.4％ 3.0％

共同生活援助（日中サービス支援型） 1.8% 1.5% 7.4％ 5.4％ 3.0％

共同生活援助（外部サービス利用型） 2.0% 1.6% 17.0％ 12.4％ 6.9％

児童発達支援 2.5% 2.2% 7.6％ 5.6％ 3.1％

医療型児童発達支援 9.2% 8.2% 14.6％ 10.6％ 5.9％

放課後等デイサービス 0.7% 0.5% 8.1％ 5.9％ 3.3％

福祉型障害児入所施設 5.5% 5.0% 6.2％ 4.5％ 2.5％

医療型障害児入所施設 3.0% 2.7% 3.5％ 2.5％ 1.4％

サービス区分
（特定処遇改善加算が１段階のサービス）

特定処遇改善加算 加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ 加算Ⅴ

重度障害者等包括支援 1.5% 2.5％ 1.8％ 1.0％ 加算（Ⅲ）に
より算出した

単位
×０．９

加算（Ⅲ）に
より算出した

単位
×０．８

施設入所支援 1.9% 6.9％ 5.0％ 2.8％

居宅訪問型児童発達支援 5.1% 7.9％ 5.8％ 3.2％

保育所等訪問支援 5.1% 7.9％ 5.8％ 3.2％
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全国の生活介護事業所における 3.7万円

福祉・介護職員数（常勤換算） （1.5万円＋1.2万円＋１万円）

全国の生活介護事業所に対する給付費

A事業所の
給付費

生活介護事業所の例

生活介護サービスの
加算率

4.2％（＝3.7万円）

処遇改善加算の給付

Ａ事業所

加算率
4.2％×

Ａ事業所の
福祉・介護職員

（参考）加算率（仮）の算出方法（参考）福祉・介護職員処遇改善加算に係る加算率の算出方法（例）

×

（ 1.7％ + 1.4％ + 1.1％ )
1.5万円相当 1.2万円相当 １万円相当



全国の加算対象各サービス事業所におけるサービスごとの
勤続10年以上の介護福祉士等の職員数（常勤換算）

全国の加算対象各サービス事業所におけるサービスごとの給付費

事業所の
給付費

各サービスの
ベース加算率
１．０％

加算の給付

事業所

×

事業所の職員

（参考）福祉・介護職員等特定処遇改善加算に係る加算率の算出方法（例）

×

加算Ⅰ
１．１％

８万円

加算Ⅱ
０．９％

×0.9

加算費用がベース
と同じになるよう

上乗せ

【有】加算Ⅰ：１．１％

又は

【無】加算Ⅱ：０．９％

福祉専門職員配置等加算等の有無により
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福祉・介護職員処遇改善加算等の職場環境等要件

福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
（障障発0306第１号令和２年３月６日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）
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資質の向上

・ 働きながら介護福祉士等の資格取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引
研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援（研修受講時の他の福祉・介護職員
の負担を軽減するための代替職員確保を含む）

・ 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

・ 小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

・ キャリアパス要件に該当する事項（キャリアパス要件を満たしていない障害福祉サービス事業者に限る）

・ その他：

労働環境・
処遇の改善

・ 新人福祉・介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター（新人指導担当者）制度等の導入

・ 雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実

・ ＩＣＴ活用（支援内容や申し送り事項の共有（事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む）による福祉・
介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、
利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等）による業務省力化

・ 福祉・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等の導入

・ 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備

・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善

・ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化

・ 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備

・ その他：

その他

・ 障害福祉サービス等情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化

・ 中途採用者（他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等）に特化した人事制度の確立（勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等）)

・ 障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮

・ 非正規職員から正規職員への転換

・ 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上

・ 職員の増員による業務負担の軽減

・ その他：

表４ 職場環境等要件

○ 職場環境等要件においては、加算Ⅰ及びⅡは平成27年４月以降、加算Ⅲ及びⅣは平成20年10月以降に実施した取組
について、当該年度の取組として認めることとしている。



【論点３】福祉・介護職員等特定処遇改善加算について
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現状・課題

○ 障害福祉サービス等に係る人材確保のための取組をより一層進める観点から、これまでの累次の処遇改善に加え、
経験・技能を有する障害福祉サービス等従事者に重点化しつつ、障害福祉人材の更なる処遇改善を進めていくため、
令和元年10月に福祉・介護職員等特定処遇改善加算を創設したところである。（→P38）

○ この特定処遇改善加算の取得状況や加算を取得した事業所における賃金改善の状況については、先日公表した令和
２年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査の結果によると、
・ 特定処遇改善加算を取得した事業所においては障害福祉サービス等従事者等の賃金引き上げがみられる一方で、

加算の取得率は約４割に留まっており、
・ 当該加算を算定していない事業所における算定しない理由としては、賃金改善の仕組みを設けるための事務作業

が繁雑であることや、職種間や福祉・介護職員間の賃金バランスがとれなくなることの懸念が挙げられている。
（→P39）

○ なお、直近における特定処遇改善加算の取得率は46.5％（令和２年７月サービス提供分）となっている。（→P42）

論 点

○ 特定処遇改善加算について、導入の趣旨を踏まえつつ、加算の更なる取得促進を図るとともに、より事業者が活用
しやすい仕組みとする観点から、どのような対応が考えられるか。



【論点３】福祉・介護職員等特定処遇改善加算について
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検討の方向性

○ 特定処遇改善加算について、導入の趣旨を踏まえつつ、加算の更なる取得促進を図るとともに、より事業者が
活用しやすい仕組みとする観点から、各事業所においてより柔軟な配分を可能とする見直しを検討してはどうか。

○ 具体的には、平均の賃金改善額について、
① 「経験・技能のある障害福祉人材」は、「他の障害福祉人材」の２倍以上とすること
② 「その他の職種（※ 賃金改善後の賃金が年額440万円を上回る場合は対象外）」は、「他の障害福祉人材」の

２分の１を上回らないこと
とする現行の配分ルールについて、
① 「経験・技能のある障害福祉人材」は、「他の障害福祉人材」の「２倍以上とすること」から「より高く

すること」とすること
② 「その他の職種」は、「他の障害福祉人材」の「２分の１を上回らないこと」から「より低くすること」

とすること
に見直すこととしてはどうか。



介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。
具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所にお
ける勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均８万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。

また、障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う。

○ 新しい経済政策パッケージ（抜粋）

新しい経済政策パッケージに基づく障害福祉人材の更なる処遇改善（特定処遇改善加算）

事
業
所
内
で
の
配
分

そ
の
他
の
職
種

居
宅
介
護

生
活
介
護

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

A％ B％ C％

加
算
率
の
設
定

・・・

経
験
・技
能
の
あ
る

障
害
福
祉
人
材

他
の
障
害
福
祉
人
材

① ② ③

経
験
・技
能
の
あ
る

障
害
福
祉
人
材

経
験
・技
能
の
あ
る

障
害
福
祉
人
材

②
他の障害
福祉人材

① ①

全て選択可能

平
均
処
遇
改
善
額

平
均
処
遇
改
善
額

平
均
処
遇
改
善
額

経
験
・技
能
の
あ
る

障
害
福
祉
人
材

①

・10年以上の介護福祉士等（※）の数に応じて設定
・加算率は二段階に設定

事業所の裁量も認めつつ
一定のルールを設定

▶ 平均の処遇改善額 が、

・ ①経験・技能のある障害福祉人材は、②他の障害福祉人材の２倍以上とすること
・ ③その他の職種（役職者を除く全産業平均水準（年収440万円）以上の者は対象外）は、②他の障害福祉人材
の２分の１を上回らないこと

※ ①は、勤続10年以上の介護福祉士等を基本とし、勤続10年の考え方は事業所の裁量で設定
（小規模な事業所等で合理的な説明があれば、リーダー級を設定しなくても可）

※ ①、②、③内での一人ひとりの処遇改善額は、柔軟に設定可能
※ 平均賃金額について、③が②と比べて低い場合は、柔軟な取扱いが可能

▶ ①経験・技能のある障害福祉人材において「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均水準
（年収440万円）」を設定・確保

→ リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水準を実現

③
その他の職種

令和元年度報酬改定
※ 改定率換算＋1.56％

a ba

▶ ａ、ｂ：経験若しくは技能等を鑑みて、通常の職員分類では適正な評価ができない職員の特性を考慮し、
一定のルールのもと、法人・事業所の裁量で職員分類の変更を行うことができる。（障害独自の特例）

※ 介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、
心理指導担当職員（公認心理師含む）、サービス管理責任者、
児童発達支援管理責任者及びサービス提供責任者

②
他の障害
福祉人材
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加算（Ⅰ）

61.8%

加算（Ⅰ）

32.4%

加算（Ⅱ）

9.7%

加算（Ⅱ）

10.3%

加算（Ⅲ）

8.6%

未取得

37.4%

加算（Ⅳ）

0.5%

加算（Ⅴ）

0.5%

特別加算

1.1%

未取得

17.8%
処遇改善加算

特定処遇改善加算

取得 42.7%

取得 81.1%

※１ 福祉・介護職員
：ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員

※２ 経験・技能を有する障害福祉サービス等従事者
：福祉・介護職員のうち、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士の資格を有する者、心理指導担当職員（公認心理師を含む）、
サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者

※３ 調査対象となった施設・事業所に平成30年度と令和元年度ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
※４ 平均給与額 ＝ 基本給（月額）＋ 手当 ＋ 一時金（10月～３月支給金額の1/6）
※５ 平均給与額は10円単位を四捨五入している。
※６ 処遇改善加算(Ⅰ)～(Ⅴ)を取得した施設・事業所の福祉・介護職員の平均給与額は、29.6万円(平成31年)から31.1万円(令和2年)に増加（＋1.5万）

令和２年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果のポイント

○ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得している施設・事業所における福祉・介護職員（常勤の者）の平均給与額について、平成31年
と令和２年を比較すると17,250円の増となっている。

○ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得している施設・事業所における経験・技能を有する障害福祉サービス等従事者（常勤の者）の
平均給与額について、平成31年と令和２年を比較すると21,540円の増となっている。

平均給与額（常勤の者） 令和２年２月 平成31年２月 差 額

特定処遇改善加算を取得した施設・事業所の
福祉・介護職員

321,820円 304,570円 17,250円

特定処遇改善加算を取得した施設・事業所の
経験・技能を有する障害福祉サービス等従事者

375,120円 353,580円 21,540円

※ 給与等の引き上げの実施方法は、調査対象となった施設・事業所に在籍している従事者全体（福祉・介護職員に限定していない）の状況

給与等の引き上げの実施方法（複数回答）

定期昇給以外の賃金水準
を引上げ（予定）

定期昇給を維持して
実施（予定）

各種手当を引き上げ
・新設（予定）

一時金（賞与等）の引き上げ
・新設（予定）

22.2% 57.2% 39.1% 37.9%

経験・技能のある障害福祉人材 88.9%

他の障害福祉人材 75.9%

その他の職種 46.6%

１ 特定処遇改善加算を配分した職員の範囲（複数回答）

事務員 78.9%

看護職員 52.9%

管理栄養士・栄養士 47.0%

調理員 40.6%

２ 経験・技能のある障害福祉サービス等従事者の賃金
改善の状況(一部複数回答)

月額平均８万円以上の賃金改善を実施 9.0%

改善後の賃金が年額440万円以上となる賃金改善を実施 38.4%

既に賃金が年額440万円以上となっている者がいる 60.0%

月額平均８万円以上となる者又は改善後の賃金が
年額440万円となる者を設定できなかった

18.5%

３ 特定処遇改善加算の届出を行わない理由（複数回答）

賃金改善の仕組みを設けるための事務作業が煩雑である
ため

30.7%

賃金改善の仕組みを設けることにより、職種間の賃金の
バランスがとれなくなることが懸念されるため

30.5%

賃金改善の仕組みをどのようにして定めたらよいか
わからないため

29.4%

賃金改善の仕組みを設けることにより、福祉・介護職員間
の賃金バランスがとれなくなることが懸念されるため

22.4%

※ 上位４つを掲載

※ 上位４職種を掲載

※ 令和元年度における取得状況
※ 特定処遇改善加算の取得割合は全体に対する割合

処遇改善加算・特定処遇改善加算の取得状況（加算の種類別）
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令和２年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果の概要

【加算（Ⅰ～Ⅲ）】 平成３０年９月 平成２９年９月 差 額

全 体 ３４７，３２０円 ３３３，８８０円 １３，４４０円

勤続１～４年 ３００，７８０円 ２７９，８７０円 ２０，９１０円

勤続５～９年 ３２６，５４０円 ３１５，４８０円 １１，０６０円

勤続１０年以上 ４０１，６７０円 ３９２，７２０円 ８，９５０円

（注１）経験・技能を有する障害福祉サービス等従事者：福祉・介護職員のうち、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士の資格を有する者、
心理指導担当職員（公認心理師を含む）、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者

（注２）調査対象となった施設・事業所に両年ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
（注３）平均給与額 ＝ 基本給(月額)＋ 手当 ＋ 一時金(１０～３月(H30調査は４～９月)支給金額の１／６)

令和２年２月 平成３１年２月 差 額

全 体 ３７５，１２０円 ３５３，５８０円 ２１，５４０円

勤続１～４年 ３２２，８９０円 ２９７，１６０円 ２５，７３０円

勤続５～９年 ３５０，０６０円 ３３０，６１０円 １９，４５０円

勤続１０年以上 ４２９，６８０円 ４０９，７３０円 １９，９５０円

○ 特定処遇改善加算を取得する事業所の「経験・技能を有する障害福祉サービス等従事者」（常勤の者）の平均給与額を平成31年度と令和２年度で
比較すると、２１，５４０円の増。平成30年度調査における賃金改善額（13,440円）の約１．６倍。

① 福祉・介護職員の更なる処遇改善の状況

【平成30年度調査：処遇改善加算(Ⅰ)～(Ⅲ)を取得している事業所の状況（特別集計）】【今回調査：特定処遇改善加算を取得している事業所の状況】

○ 特定処遇改善加算のポイントは①～③のとおりであり、それぞれの賃金改善の状況を整理すると以下のとおり。

・ 「②経験・技能を有する障害福祉サービス等従事者に重点化」を図りながら、「①福祉・介護職員の更なる処遇改善」を実施

・ 福祉・介護職員という趣旨を損なわない程度において、「③福祉・介護職員以外の処遇改善」を認める。

○ 特定処遇改善加算を取得する事業所における福祉・介護職員（常勤の者）の平均給与額を平成３１年と令和２年で比較すると、１７，２５０円の増。
調査を行ってきた中で、過去最大の上げ幅。

○ 特定処遇改善加算の算定に加え、処遇改善加算の上位区分への移行や、事業所等における自主努力による給与の引き上げが行われていること
が要因と考えられる。

令和２年度調査による福祉・介護職員（常勤）の平均給与額の比較

（注１）福祉・介護職員：ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、
地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員

（注２）調査対象となった施設・事業所に平成30年度と令和元年度ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
（注３）平均給与額 ＝ 基本給（月額）＋ 手当 ＋ 一時金（10月～３月支給金額の1/6）
（注４）平均給与額は10円単位を四捨五入している。

令和２年２月 平成31年２月 差 額

特定処遇改善加算を取得した施設・事業所
の福祉・介護職員

３２１，８２０円 ３０４，５７０円 １７，２５０円

福祉・介護職員処遇改善加算の取得状況

令和２年度調査 平成30年度調査 前回調査との差

加算（Ⅰ） ６１．８％ ６１．０％ ＋０．８％

加算（Ⅱ） ９．７％ １０．８％ △１．１％

加算（Ⅲ） ８．６％ ９．２％ △０．６％

加算（Ⅳ） ０．５％ ０．９％ △０．４％

加算（Ⅴ） ０．５％ ０．９％ △０．４％
特定処遇改善加算

の取得状況

令和元年度に取得 令和元年度に未取得

４２．７％ ５７．３％

② 経験・技能を有する障害福祉サービス等従事者への重点化の状況
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○ 経験・技能を有する障害福祉サービス等従事者のうち、１名以上は「月額平均８万円の賃金改善」又は「改善後の賃金が年額440万円となる賃金改善」
を行うこととしているが、これらの賃金改善を実施した事業所（既に440万円以上となる者がいる事業所を含む）は８割を超えている。

月額平均８万円以上
の

賃金改善を実施

改善後の賃金が年額
440万円以上となる
賃金改善を実施

既に年額440万円以上
となっている者がい

る

月額平均８万円以上
又は年額440万円以上

となる者を設定
できなかった

９．０％ ３８．４％ ６０．０％ １８．５％

経験・技能を有する障害福祉サービス等従事者の賃金改善の状況（一部複数回答）

経験・技能のある
障害福祉人材

他の障害福祉人材 その他の職種

８８．９％ ７５．９％ ４６．６％

事務員 看護職員
管理栄養士
・栄養士

調理員

７８．９％ ５２．９％ ４７．０％ ４０．６％

（注）上位４職種。調査対象サービスを運営する法人における状況である。

特定処遇改善加算を配分した職員の範囲（複数回答）
その他の職種に
対する配分状況

③ 福祉・介護職員以外の処遇改善の状況

○ 特定処遇改善加算を算定する事業所のうち、その他の職種に配分した事業所は、４６．６％。
○ 福祉・介護職員以外で配分された職種の上位４職種は、事務員、看護職員、管理栄養士・栄養士、調理員の順であり、特定処遇改善加算未取得

の事業所と比較しても、賃金改善幅は大きい（看護職員を除く）。

令和２年２月 平成31年２月 差額

事務員 342,180円 331,670円 10,510円

看護職員 416,780円 405,920円 10,860円

管理栄養士・栄養士 354,680円 342,660円 12,020円

調理員 292,910円 279,040円 13,870円

【特定処遇改善加算を取得している事業所の状況】

令和２年２月 平成31年２月 差額

事務員 343,380円 334,600円 8,780円

看護職員 404,370円 393,140円 11,230円

管理栄養士・栄養士 345,840円 339,370円 6,470円

調理員 279,620円 269,270円 10,350円

【処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）取得事業所のうち、特定処遇改善加算未取得の事業所の状況】

注１）調査対象となった施設・事業所に平成30年度と令和元年度ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
注２）平均給与額は基本給（月額）＋手当＋一時金（10～３月支給金額の１／６）
注３）平均給与額は10円未満を四捨五入している。
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福祉・介護職員処遇改善加算等の請求状況

出典：国保連データ
※特定処遇改善加算における区分が無いサービスの場合は、システムの仕様上、区分（Ⅰ）に含めて集計されている。
※端数処理の関係で内訳の合計が表の合計数値を一致しない場合がある。

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

平成28年
４月サービス
提供分

平成28年
10月サービス
提供分

平成29年
４月サービス
提供分

平成29年
10月サービス
提供分

平成30年
４月サービス
提供分

平成30年
10月サービス
提供分

平成31年
４月サービス
提供分

令和元年
10月サービス
提供分

令和２年
４月サービス
提供分

令和２年
７月サービス
提供分

処遇改善加算（Ⅰ）
（37,000円）

ー ー 48.8% 51.8% 58.1% 59.1% 62.7% 64.1% 67.5% 67.9%

処遇改善加算（Ⅱ）
（27,000円）

55.7% 56.8% 14.8% 12.5% 9.9% 9.6% 8.6% 8.3% 7.4% 7.3%

処遇改善加算（Ⅲ）
（15,000円）

16.5% 16.4% 11.8% 11.5% 9.8% 9.6% 8.7% 8.4% 7.2% 7.1%

処遇改善加算（Ⅳ）
（Ⅲ×0.9）

1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 0.8% 0.8% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4%

処遇改善加算（Ⅴ）
（Ⅲ×0.8）

0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3%

処遇改善加算合計 73.8% 74.8% 77.0% 77.4% 79.2% 79.8% 81.1% 81.8% 82.8% 83.0%

特定処遇改善加算（Ⅰ） - - - - - - - 21.5% 28.3% 29.0%

特定処遇改善加算（Ⅱ） - - - - - - - 11.6% 17.2% 17.5%

特定処遇改善加算合計 - - - - - - - 33.1% 45.5% 46.5%
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○ 処遇改善加算及び特定処遇改善加算に関する様式の一本化等を実施している。
（障障発0306第１号令和２年３月６日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）

1 様式の統合等

２
○チェックリストを設け、
・処遇改善加算等の要件を満たしてい
ること

・届出内容を証明する資料を適切に保
管していること

を確認。

○各資料は、指定権者から求めがあった
場合、速やかに提出することを求めた
上で、原則、添付書類の提出は求めな
いことを指定権者に周知。

○あわせて、様式の押印欄は廃止。

○ 処遇改善加算及び特定処遇改善加算に関する通知を一本化し、様式はExcel形式で提供。
○ 指定権者に対しては、原則、様式に変更を加えないことを周知。

見直しのポイント

チェックリストによる添付書類の削減

福祉・介護職員処遇改善加算／特定処遇改善加算の申請様式の簡素化
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障害福祉サービス等支援体制整備事業

令和２年度予算：約52,930千円（（目）障害者総合支援事業費補助金）
実施主体：都道府県、指定都市、中核市

○ 都道府県等が行う福祉・介護職員処遇改善加算及び「新しい経済政策パッケージ」に基づく福祉・介護職員等特定処遇改善加算の
取得に係る障害福祉サービス等事業所への助言・指導等の取組を支援し、事業所における加算の新規取得や、より上位区分の加算
の取得を促進するとともに、障害福祉サービス等情報公表制度に係る都道府県等の審査体制を確保する取組を支援し、当該制度を
円滑に実施することを目的とする。

（１）研修等の実施
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の仕組みや加算の取得方法等について説明を行い、障害福祉サービス等事業所における

当該加算の取得に係る支援を行う。

（２）個別訪問等の実施
障害福祉サービス等事業所における福祉・介護職員処遇改善加算の新規取得や、より上位区分の加算取得に向けて、社会保

険労務士など労務関係の専門的知識を有する者に委託等を行い、当該社会保険労務士などが直接、加算未届事業所などを訪問
し、加算の取得等に係る助言・指導・各種書類の作成補助等の支援を行う。

障害福祉サービス等情報公表制度の審査に必要な非常勤職員の雇用に係る経費を補助する。

事業内容

事業趣旨

１．福祉・介護職員処遇改善加算等の取得促進に係る事業所への助言・指導等（補助率：10／10）

２．障害福祉サービス等情報公表制度の施行に係る審査体制の確保（補助率：１／２）
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【論点４】障害福祉サービス等の現場の業務効率化を図るためのＩＣＴの活用

45

現状・課題

○ 介護報酬では平成30年度報酬改定において、業務の効率化・合理化に資するＩＣＴの活用に応じた報酬の設定とし
て、リハビリテーション会議への参加についてテレビ電話等を活用してもよいこととする要件の緩和が図られており、
また、令和３年度報酬改定においても、ＩＣＴの活用について介護給付費分科会で議論が行われている。

○ 障害福祉分野では、令和元年度障害者総合福祉推進事業により、介護分野と同様に「生産性向上に資するガイドラ
イン」を作成し、全国の障害福祉サービス事業所等に展開するとともに、令和元年度補正予算及び令和２年度一次補
正予算において「障害福祉分野のＩＣＴ導入モデル事業」を実施しているところである。

○ ＩＣＴの活用について通常の報酬上の取り扱いは現状されていないが、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な
取り扱いとして、感染拡大防止の観点からやむを得ない理由がある場合には、特定事業所加算の算定要件の定期的な
会議の開催等についてテレビ会議等を活用するなどの柔軟な対応も可能としている。

論 点

○ 今後現役世代の減少が見込まれ、人材確保が難しい状況の中で、障害福祉サービス等の生産性向上・業務効率化を
図る観点から、また災害や感染症の発生時の支援の継続を見据えた対応を行うため、障害福祉サービス事業所等にお
けるＩＣＴの活用をどのように考えるか。

検討の方向性

○ 介護報酬における取組やガイドラインの事例を踏まえれば、
・ 業務の効率化、生産性向上等の観点から、報酬算定上必要な会議等について、テレビ会議等を対象とすることや、
・ 身体的接触を伴う必要がない又は対面で提供する必要のないサービスについて、テレビ会議等を用いたサービス

提供を可能とすることが考えられる。
○ 例えば、訪問系サービスの「特定事業所加算」における「会議の定期的開催」等について、テレビ会議等が可能で

あることを明確化することとしてはどうか。



ICT活用が可能と想定する場面等の例

サービス 加算 場面等

居宅介護、重度訪問介護、同行援
護、行動援護

特定事業所加算
利用者に関する情報若しくはサービスの提供に当たっ

ての留意事項の伝達又は事業所における技術指導を目
的とした会議を定期的に開催する。

生活介護 リハビリテーション加算

利用開始時に利用者に対するリハビリテーションの実
施に必要な情報を収集し、リハビリテーションに関する解
決すべき課題を把握した上で、医師、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士、その他の職種の者が、多職種協
働により開始時リハビリテーションカンファレンスを行い、
リハビリテーション実施計画原案を作成する。

計画相談支援、障害児相談支援
サービス担当者会議実施加
算

継続サービス利用支援の実施時において、サービス等
利用計画に位置づけた福祉サービス等の担当者を招集
して、相談支援専門員が把握したサービス等利用計画
の実施状況等について検討を行うためにサービス担当
者会議を開催する。

就労定着支援 －

事業所は利用者の職場への定着及び就労の継続を図
るため、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営
む上での各般の問題に関する相談、指導等を利用者に
対面で行う。

※ このほか、令和３年度報酬改定で創設を検討している加算等についても、ICTの活用が可能か検討。
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報酬改定検討チームにおける主なご意見

■ICTの活用について
○ 人材確保が困難という状況を踏まえて、現場における業務効率化を図るためにICT等の活用などを

推進していくことが必要。現場における実現可能性も考慮しながら、報酬、人員基準、運営基準等

の見直しを検討していくべき。

○ ICTの活用については、福祉現場では非常に遅れていると言われている。

○ 介護分野においてのICT化、業務効率化及び生産性の向上については、研究すればするほど、なか

なか決定打はなくて、かなり時間かかると思う。障害福祉分野におけるICT化においても、特有の

ハードルがあって、いろいろ研究したり、少し長い目で見ながら進めていくことがいいと思う。

○ 福祉現場の職員がICTをうまく使える環境を整えていく。機械を設置すればいいだけでなく、技術

支援をしなければいけない。

○ ICT活用より支援を効率化するといったときに、質の低下という懸念が常にある。現場でどこまで

ICTを活用して、これまでと同じ質が担保できるのかといったときに、できることとできないことが

生じてくる。

○ ICTは現場で使うのか、それとも職員間のバックヤードで使うのかの２種類があると思う。今のと

ころ、実際に導入できるとすると、職員間のバックヤードがメインになると思う。

※ 第1３回報酬改定検討チームで頂いたご
意見について事務局の責任で整理したもの



障害福祉分野のICT導入モデル事業（参考資料）障害福祉分野のICT化に関する閣議決定

成長戦略フォローアップ（令和２年７月１７日閣議決定）＜抜粋＞

６．個別分野の取組

（２）新たに講ずべき具体的な施策

ⅶ）次世代ヘルスケア

① 技術革新等を活用した効果的・効率的な医療・福祉サービスの確保

イ）ICT、ロボット、AI等の医療・介護現場での技術活用の促進

地域医療介護総合確保基金を活用した介護ロボットやICTの導入支援を進めるとともに、介護現場での大規模実証や
介護ロボットの導入の効果実証等から得られたエビデンスデータを蓄積・分析し、次期以降の介護報酬改定等での評価
につなげる。あわせて、障害福祉分野における介護ロボットやICTの導入についても、介護分野での状況を踏まえて取組
を進める。
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「障害福祉サービス事業所のＩＣＴを活用した業務改善ガイドライン」(抜粋)

（令和元年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業「障害福祉サービス事業所における生産性向上に関する調査研究」）



１．事業目的

○ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、また障害福祉分野におけるICT活用による生産性向上の取組を促
進するため、障害福祉サービス事業所等におけるICT導入に係るモデル事業を実施し、安全・安心な障害福祉サービスの
提供等を推進する。

２．事業内容

○ ＩＣＴ機器の活用による濃厚接触の予防など新型コロナウイルスの感染拡大を防止し、あわせて生産性向上の取組を促
進するため、障害福祉サービス事業所等におけるICT導入に係る経費を助成する。

○ モデル事業所においては、ICT導入による感染拡大防止や生産性向上の取組を実践し、その効果を測定・検証のうえ国
に報告する。

【実施主体】 都道府県・指定都市・中核市

【実施対象】 障害福祉サービス等の指定を受けている施設・事業所

【補助率】 国２／３ 都道府県・市１／３

３．事業スキーム

国

都道府県・指定都市
・中核市

（研修会を実施）
施設・事業所

③採択、交付決定④助成

①申請（計画提出） ②交付申請

令和２年度補正予算：403,787千円

障害福祉分野のＩＣＴ導入モデル事業の概要
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新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取り扱い

「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第７報）」
（令和２年５月27日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）抜粋

問12 居宅介護等の特定事業所加算等の算定要件のひとつである「定期的な会議の開催やサービス提供前の文書による指示・サービス提
供後の報告」について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、電話、文書、メール、テレビ会議等の対面を伴わ
ない代替手段をもって開催の扱いとすることは可能か。

（答）
可能である。

「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」（令和２年２月17日付厚生
労働省障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）においては、「令和元年度台風第19号により被災した障害者等に対する支給決定等につい
て」（令和元年10月15日付厚生労働省障害保健福祉部企画課自立支援振興室ほか連名事務連絡）における取扱いの考え方を参考にする
よう示しているところ、当該事務連絡では、「特定事業所加算の算定要件である定期的な会議の開催やサービス提供前の文書による指
示・サービス提供後の報告」について、「今般の被災等により、やむを得ず当該要件を満たせなかった場合についても、当該加算の算
定は可能である。」としている。

この考え方を参考に、感染拡大防止の観点からやむを得ない理由がある場合について、電話、文書、メール、テレビ会議等を活用す
るなどにより、柔軟に対応することも可能である。

問27 サービス担当者会議実施加算については、既に電話や文書等によることが可能とされたが、他にどのような取り扱いが可能か。
（答）

感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者会議の開催方法について、テレビ会議等によ
る遠隔会議によることも可とする。

「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について（第３報）」
（令和２年３月９日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）抜粋

１.就労定着支援事業については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人
員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第171号）第206条の８第２項において、利用者との対面による支援を月１回以上行うこと
としているが、今般の新型コロナウイルスの対応に伴い、感染拡大防止の観点から対面による支援が困難と市町村が認める場合においては、指
定就労定着支援事業者は利用者の同意を得た上で、電話連絡その他可能な方法によって就労定着支援の継続に努めていただくようお願いする。

１．



（参 考）
介護保険における人材関係の検討状況

＜第192回（R2.11.9）介護給付費分科会 資料２（抜粋）＞
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論点①人員配置基準における両立支援への配慮

 介護現場において、仕事と育児や介護との両立を進め、離職防止（定着促進）を図る観点
から、人員配置基準における対応としてどのような方策が考えられるか。

論点①
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※前職の職種について「介護関係職種」と回答した人を対象に前職の離職の理由を調査。
【出典】令和元年度介護労働実態調査 （(公財)介護労働安定センター）
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前職の仕事をやめた理由 （介護関係職種：複数回答）

社保審－介護給付費分科会第
186回（R2.9.30）資料１（一部

改変）より
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介護報酬における人員配置基準の考え方

＜介護職員の区分の例＞
専ら当該サービスに従事しているか

している していない（兼務）

常勤の者の
勤務時間
（週40時間
など）に達
しているか

達している 常勤／専従 常勤／兼務

していないか 非常勤／専従 非常勤／兼務

＜人員配置基準の例＞ 職種の例 求められる内容

常勤で専ら当該業務に従事 管理者（各サービス）

介護支援専門員（介護保険施設）

常勤の者の勤務時間に達し、専ら当該職務に従事する者を
確保する必要

常勤 生活相談員（介護老人福祉施設）等 常勤の者の勤務時間に達している者を確保する必要

常勤換算 介護職員、看護師等（各サービ
ス）

事業所の従業者の数を常勤の従業者の数に換算した上で、
定められた数を確保する必要

《専ら従事する、専ら提供に当たる》
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうもの。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の
当該事業所における勤務時間（指定通所介護及び指定通所リハビリテーションについては、サービスの単位毎の提供時間）をいうものであり、当該従
事者の常勤・非常勤の別は問わない。

《常勤換算方法》
当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間を基本）で除することによ
り、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法

《勤務延時間数》
勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間（待機の時間を含む。）とし
て明確に位置づけられている時間の合計数。なお、従業者１人につき、勤務延時間数に参入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従
業者が勤務すべき勤務時間数が上限となる。

《常勤》
当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間）勤務している者。ただし、
育児・介護休業法の育児短時間勤務の場合は、30時間以上勤務している者。

社保審－介護給付費分科会第
186回（R2.9.30）資料１より
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介護報酬の人員配置基準における育児・介護休業法等の取扱

「常勤」の取扱い 「常勤換算」の取扱い 育児・介護休業法等の取扱い

短
時
間
勤
務

育児

特例あり
※ 短時間勤務を利用し勤務する場合、
育児・介護休業法で定める期間は週
30時間以上の勤務で常勤扱い

特例なし
※ 短時間勤務か否かに関わら
ず、常勤換算方法により、
通常定められている員数の
配置が必要

・３歳に達するまでの子を養育する労働
者に、短時間勤務の措置（１日原則６時
間）

介護

特例なし
※ 当該事業所において常勤の従事者
が勤務すべき時間数（週32時間を下
回る場合は32時間）の勤務が必要

・介護を行う労働者に、３年の間で２回
以上利用可能な、短時間勤務制度等の措
置

（参考）
診療報酬
の取扱

育児・介護休業法に基づく短時間勤務制度を利用し勤務する場合、週
30時間以上で常勤扱いとなるとともに、常勤換算上も「１」と扱うこ
とが可能

休
業

産前産後
育児 特例なし

※ 常勤の者が休業を取得する場合、
別の常勤の者の確保が必要

ー

・原則、出産予定日の６週間前からの産
前休業、出産翌日からの８週間の産後休
業

・原則、子が１歳に達するまでの育児休
業（保育所に入れない等の場合は最長２
歳まで）

介護
・対象家族１人につき、通算93日の範囲
で合計３回までの介護休業

（参考）
診療報酬
の取扱

休業を取得する場合、同等の資質を有
する複数非常勤職員を常勤換算して施
設基準を満たすことが可能

ー

○ 介護報酬においては、
・ 常勤配置について、育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度については特例が設けられているが、
・ 診療報酬と異なり、介護の短時間勤務や、育児や介護の休業制度等に関する特例が設けられていない。

社保審－介護給付費分科会第
186回（R2.9.30）資料１より
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 施設基準上求められる常勤の従事者が、産前・産後休業及び育児・介護休業を取得した場合
に、同等の資質を有する複数の非常勤従事者を常勤換算することで施設基準を満たすことを
原則認める。

 育児休業後等の従事者が短時間勤務制度を利用し、正職員として勤務する場合、育児・介護
休業法で定める期間は週30時間以上の勤務で常勤扱いとする。

57

常勤配置の取扱いの明確化

例）常勤医師１名、常勤看護師１名の配置要件の場合

常勤看護師が育児休業を取得

育児休業を取得している期間、非常勤
看護師２名の常勤換算により施設基
準を満たすことが可能。

休
業
期
限

短時間勤務制度利用期間

短時間勤務制度を利用している期間
は週30時間以上の勤務で常勤としてカ
ウント可能。

※ 常勤換算される非常勤従事者は
各々が当該施設基準上求められる
資質を有していなければならない。

例） 経験年数○年以上、所定の研修
を修了していること 等

医療従事者の負担軽減・人材確保について（平成28年度診療報酬改定）



 介護現場において、仕事と育児や介護との両立を進め、離職防止（定着促進）を図る観点
から、以下の取扱いを認めることとしてはどうか。

・「常勤換算方法」の計算に当たり、育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する
場合、32時間を下回る場合でも常勤換算での計算上も１と扱うことを可能とすること。

・「常勤」の計算にあたり、育児の短時間勤務制度に加え、介護の短時間勤務制度等を利用
した場合に、30時間以上の勤務で常勤として扱うことを可能とすること。

・「常勤」での配置が、人員基準や報酬告示で求められる職種において、配置されている者
が、産前産後休業や育児や介護休業等を利用した場合、同等の資質を有する複数の非常勤
職員を常勤換算で確保することを可能とすること。

この場合において、常勤職員の割合を要件としているサービス提供体制強化加算（Ⅱ）
等については、育児休業等を取得した職員がいる場合、当該職員についても、常勤職員の
割合に含めることを可能とすること。

検討の方向（案）

論点①人員配置基準における両立支援への配慮
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論点②介護職員処遇改善加算Ⅳ・Ⅴ

 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について、「平成30年度介護報酬改定に関する審議報
告」を踏まえ、どのように考えるか。

平成30年度介護報酬改定に関する審議報告（平成29年12月18日社会保障審議会介護給付費分科会） 抜粋

Ⅱ 平成30年度介護報酬改定の基本的な考え方とその対応

４．介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保

（３）報酬体系の簡素化

⑤ 介護職員処遇改善加算の見直し

介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）については、要件の一部を満たさない事業者に対し、減算された単位数での加算の取得
を認める区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、これを廃止することとする。その際、一定の
経過措置期間を設けることとする。また、その間、介護サービス事業所に対してはその旨の周知を図るとともに、より上位の区分
の取得について積極的な働きかけを行うこととする。

論点②
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○ 平成24年度に介護職員の賃金改善に充てることを目的とした処遇改善加算を創設。
○ 平成27年度に上乗せ評価を行う区分（月額1.2万円相当）を設けるとともに、平成29年度に、介護職員の技能・経
験等に応じた昇給の仕組みを構築した事業者について、更なる上乗せ評価（月額平均１万円相当）を行う区分を創設。

○ 令和２年6月時点で、92.1％の事業所が加算（Ⅰ）～（Ⅲ）を取得している状況。

＜キャリアパス要件＞
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
②資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

＜職場環境等要件＞
〇 賃金改善を除く、職場環境等の改善

※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。

取
得
要
件

処
遇
改
善
加
算
の
区
分

取得率

加算（Ⅰ）
月額3.7万円相当

H29年度
＋１万円相当

加算（Ⅱ）
月額2.7万円相当

H27年度
＋1.2万円相当

加算（Ⅲ）
月額1.5万円相当 加算（Ⅳ）

加算（Ⅲ）×0.9 加算（Ⅴ）
加算（Ⅲ）×0.8

キャリアパス要件

いずれも
満たさない

①＋②＋③ ①＋② ① or ② ① or ②

＋ ＋ ＋ or

職場環境等要件

79.5％ 7.2％ 5.4％ 0.２％ 0.３％

介護職員処遇改善加算の仕組み
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介護職員処遇改善加算等の取得促進支援事業

介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）については、平成30年度介護報酬改定において、当該区分の取得率や報酬体系の簡
素化の観点などを踏まえ、廃止することとされたが、その際、一定の経過措置期間を設け、介護サービス事業所に対して、そ
の旨の周知を図るとともに、より上位の区分の取得について積極的な働きかけを行うこととされたところである。本事業は、
これを踏まえ、介護職員処遇改善加算の新規取得や、より上位の区分の加算取得に向けた支援を行うものである。
併せて、本事業の中で「新しい経済対策パッケージ」（平成29年12月８日閣議決定）に基づく介護職員等特定処遇改善につ

いても、加算の取得にかかる支援を行う。

事業趣旨

事業イメージ等

国

都道府県・指定都市

事業者等（介護サービス事業者等）

実施主体：国（民間法人による委託）

１．都道府県等担当者向け研修会の実施
都道府県等担当者向けに国の制度等に関する研修会を開催
※研修会の中で、令和３年度介護報酬改定の内容を周知

国実施分 令和３年度概算要求額：７,350千円

実施主体：都道府県・指定都市（補助率１０／１０）

１．研修会の実施
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の仕組みや取得

方法等について説明を行い、介護サービス事業所等における当該加算の取
得にかかる支援を行う。

２．個別訪問等の実施
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の取得に向けて、

専門的な相談員（社会保険労務士など）を介護サービス事業所に派遣し、
個別の助言・指導等を行い、加算の取得を支援する。

※研修会や個別訪問等の中で、令和３年度介護報酬改定の内容を周知

自治体実施分 令和３年度概算要求額：１５０,４２８千円

・研修会の実施 による支援（委託費）

・研修会の実施
・個別訪問等の実施 による支援

（国による補助金（補助率10/10）

現状
○介護職員処遇改善加算等の取得促進支援事業
申請件数
H30年度：24件 R1年度：32件 R2年度：39件

○介護職員処遇改善加算取得率（令和２年４月審査分）

加算Ⅰ：77.6％、加算Ⅱ：8.0％、
加算Ⅲ：6.1％、加算Ⅳ：0.3％、加算Ⅴ：0.4％

○介護職員等特定処遇改善加算取得率（令和２年４月
審査分）

特定加算Ⅰ：28.5％、特定加算Ⅱ：30.9％

令和２年度予算額 令和３年度概算要求額

自治体実施分：150,428千円

国実施分 ： 7,444千円

自治体実施分：150,428千円

国実施分 ： 7,350千円
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令和元年 平成30年 延べ累計

専門家による個別訪問実施事業所数 1,107 1,638 2,745

うち訪問により加算（Ⅲ）以上取得した事業所数 592 970 1,562

うち訪問により加算（Ⅰ）を取得した事業所数 449 632 1,081

うち訪問により加算（Ⅱ）を取得した事業所数 93 186 279

うち訪問により加算（Ⅲ）を取得した事業所数 50 152 202

○個別訪問実施結果（全体）

令和元年 平成30年 延べ累計

専門家による個別訪問実施事業所数 558 963 1551

うち訪問により加算（Ⅲ）以上取得した事業所数 258 524 782

うち訪問により加算（Ⅰ）を取得した事業所数 164 279 443

うち訪問により加算（Ⅱ）を取得した事業所数 44 93 137

うち訪問により加算（Ⅲ）を取得した事業所数 50 152 202

○個別訪問実施結果（加算Ⅳ、Ⅴ取得及び未取得事業所）

介護職員処遇改善加算取得支援事業の取組
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介護職員処遇改善加算の請求状況

○ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）の算定状況は、平成30年度改定前（平成30年３月）と直近（令和２年６月）の
サービス提供について比較すると、（Ⅰ）～（Ⅲ）の算定率が上昇する中で、（Ⅳ）、（Ⅴ）の算定率は４分の１程
度となり、それぞれ0.2％、0.3％となっている。

〇介護職員処遇改善加算請求状況

※厚生労働省「介護給付費等実態統計」の特別集計により算出

年度
H26
年度

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

サービス
提供月

3月 4月 10月 4月 10月 3月 4月 10月 3月 ４月 10月 ３月 ４月 10月 3月 ６月

介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算

Ⅰ － － － － － － 64.8 66.7 67.9 72.4 73.6 74.0 76.1 77.2 77.6 79.5

Ⅱ － 66.1 68.8 71.5 73.0 73.3 13.8 13.0 12.5 9.9 9.6 9.5 8.3 8.1 8.0 7.2

Ⅲ 81.2 18.6 16.8 14.2 13.9 13.7 9.6 9.2 8.7 7.4 7.3 7.1 6.3 6.3 6.1 5.4

Ⅳ 1.1 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2

Ⅴ 1.2 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3

合計 83.5 86.6 87.6 87.6 88.7 88.9 89.7 90.5 90.7 90.8 91.7 91.8 91.5 92.3 92.3 92.6

（％）
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介護職員処遇改善加算の算定にあたって法人が行った取組
○ 処遇改善加算の算定にあたり、人事評価や研修に関する取組を実施・充実した法人が約３～４割程度ある。
○ 加算の効果として、約５割の法人が「職員の処遇に関する満足度が向上した」とし、約３割の法人が「介護職員の
平均勤続年数が長くなった、または定着率（非離職率）が上がった」としている。

注：令和元年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「介護サービス事業所の職場環境等に関する調査研究事業」（株式会社 三菱総合研究所）を基に作成

〇キャリアパス要件Ⅰに関する取組 〇キャリアパス要件Ⅱに関する取組

〇キャリアパス要件Ⅲに関する取組

〇処遇改善加算の効果として考えるもの（複数回答）

64



論点②介護職員処遇改善加算Ⅳ・Ⅴ

 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、
一定の経過措置期間を設けた上で、廃止することとしてはどうか。

検討の方向（案）
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論点③職場環境等要件

 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算（特定処遇改善加算）の算定要件の１つで
ある職場環境等要件について、介護事業所における職場環境の改善の取組をより実効性が高いものと
する観点から、どのような対応が考えられるか。

論点③
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職場環境等要件に関連する意見

〇職場環境等要件

1.介護職員の処遇改善

(２） 加算の対象（取得要件）
（前略）
○ 長く働き続けられる環境を目指す観点から、一定のキャリアパスや研修体制の構築、職場環境等の改善が行わ
れることを担保し、これらの取組を一層推進するため、
・ 現行の介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までを取得している事業所を対象とすることとし、加えて、
・ 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
・ 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
を求め、加算の取得要件とすることが適当である。その際、職場環境等要件に関し、実効性のあるものとなるよ
う検討することが適当である。

（後略）

2019年度介護報酬改定に関する審議報告（2018年12月26日 社会保障審議会介護給付費分科会） 抜粋

Ⅴ 持続可能な制度の構築・介護現場の革新
１．介護人材の確保・介護現場の革新
【働きやすい環境の整備】
〇 離職防止・定着促進の取組を進めることが必要である。離職理由に「職場の人間関係」が多いことから、相談支
援が重要である。事業者のマネジメントの力量を高めていくことも重要である。小規模事業者への取組支援も重要
である。人材の育成や業務負担の軽減などを通じて、働く人の健康を守っていくことも重要である。

介護保険制度の見直しに関する意見（令和元年12月27日 社会保障審議会介護保険部会） 抜粋
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介護職員処遇改善加算等の職場環境等要件

○ 職場環境等要件においては、加算Ⅰ及びⅡは平成27年４月以降、加算Ⅲ及びⅣは平成20年10月以降
に実施した取組について、当該年度の取組として認めることとしている。

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方
並びに事務処理手順及び様式例の提示について

（老発0305第６号令和２年３月５日厚生労働省老健局長通知）

資質の向上

・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対す
る喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援（研修受講時の他の介護職
員の負担を軽減するめの代替職員確保を含む）

・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
・キャリアパス要件に該当する事項（キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る）
・その他

労働環境・
処遇の改善

・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター（新人指導担当者）制度等導入
・雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
・ＩＣＴ活用（ケア内容や申し送り事項の共有（事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を
含む）による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者
のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等）による業務省力化

・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入
・子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
・その他

その他

・介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
・中途採用者（他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等）に特化した人事制度の確立（勤務シフトの配慮、短時間正規職員制
度の導入等）

・障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
・地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
・非正規職員から正規職員への転換
・職員の増員による業務負担の軽減
・その他

表４ 職場環境等要件



※前職の職種について「介護関係職種」と回答した人を対象に前職の離職の理由を調査。
【出典】令和元年度介護労働実態調査 （(公財)介護労働安定センター）
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【資料出所】(財) 社会福祉振興･試験センター「平成27年度社会福祉士･介護福祉士就労状況調査」

＜介護職員が前職を離職した理由＞ ＜介護福祉士が前職を離職した理由＞

○ 介護職員や介護福祉士が離職した理由として、収入に関するもの以外では、職場の人間関係や理念に関する
もの、両立支援に関するもの、将来のキャリアパスに関するもの、腰痛を含む業務に関する心身の不調に関す
るものが高い。

介護職員や介護福祉士の離職理由
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勤務継続に関するアンケート結果

○ 勤続年数が10年以上の介護職員が、
・ 勤務継続にあたり、有効と考える職場環境等要件の取組としては、研修の受講支援やミーティング等によ
るコミュニケーションの円滑化などの割合が高い。

・ また、勤務継続にあたり重要と思うものとしては、仕事へのやりがいや、能力や業務内容を反映した給与
体系、職場全体の雰囲気がよいことなどの割合が高い。

〇勤務継続にあたり、有効と考える取組 〇勤務継続にあたり、重要と思うもの 上位３つ

（注）令和元年度老人保健事業推進費等補助金「処遇改善加算の申請等の簡素化に関する調査研究事業」（株式会社三菱総合研究所）を基に作成
勤続10年以上の者に対して調査



やりがいや職場環境の改善につながる取組例
○ 仕事へのやりがい醸成のために行う取組のうち、効果を感じる取組として、「職員によるケアの工夫等を職場で共
有している」、「職員主体で企画・運営できるなど、裁量をもたせている」が高い。

○ 職場全体の雰囲気を良好なものとするための取組のうち、効果を感じる取組として、「日常的なコミュニケーショ
ンがとりやすい環境づくりを行っている」、「上司や同僚と定期的に話し合う機会を設けている」が高い。
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（出所）令和２年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「介護サービス事業所の職場環境等に関する調査研究事業」アンケート調査結果速報値

N=2,067
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している

法人・事業所で交流の機会を設けている（研修会やイ

ベント等）

職員の顔と名前がわかる関係がすぐに構築でき、日常

的なコミュニケーションがとりやすい環境づくりを行っ…

その他

実施していない
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上司や同僚と定期的に話し合う機会を設けている

エルダーやメンターなどを都度相談できる先輩をつけている

管理者等を対象としたコミュニケーション研修等を実施して

いる

法人・事業所で交流の機会を設けている（研修会やイベント

等）

職員の顔と名前がわかる関係がすぐに構築でき、日常的な

コミュニケーションがとりやすい環境づくりを行っている

その他

効果を感じている実施内容はない

%

仕事へのやりがい醸成のための取組＜実施する取組＞ ＜効果を感じる取組＞

職場全体の雰囲気を良好なものにするための取組＜実施する取組＞ ＜効果を感じる取組＞

（出所）令和２年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「介護サービス事業所の職場環境等に関する調査研究事業」アンケート調査結果速報値
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論点③職場環境等要件

 職場環境等要件に基づく取組について、より実効性を確保する観点から、過去に行った取組ではなく、当該年度
における取組の実施を求めることとしてはどうか。

 職場環境等要件に定める取組について、介護の現場においてより長く働き続ける環境整備を進める観点から、
・ 若手の職員の採用や、定着支援に向けた取組
・ 職員のキャリアアップに資する取組
・ 両立支援に関する課題や腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
・ 生産性向上につながる取組
・ 仕事へのやりがいの醸成や、職場のコミュニケーションの円滑化等による勤務継続を可能とするような取組
などがより促進されるように見直しを検討してはどうか。

検討の方向（案）
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論点④介護職員等特定処遇改善加算

 介護人材確保のための取組をより一層進める観点から、経験・技能のある職員に重点化を図りな
がら、介護職員の更なる処遇改善を進めるために令和元年10月から導入された介護職員等特定処遇
改善加算（特定処遇改善加算）については、
・算定事業所においては介護職員等の賃金引き上げがみられる一方で、算定率は導入当初から10％
程度のびているものの約65％に留まっており、

・算定していない事業所では、算定しない理由として、事務作業が繁雑であることや、職種間や介
護職員間の賃金バランスがとれなくなることの懸念が挙げられている。

■ 特定処遇改善加算について、導入の趣旨を踏まえつつ、取得促進を図るとともに、より事業者が
活用しやすい仕組みとする観点から、どのような対応が考えられるか。

論点④
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介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。
具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所にお
ける勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均８万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。

○ 新しい経済政策パッケージ（抜粋）

事
業
所
内
で
の
配
分

そ
の
他
の
職
種

訪
問
介
護

訪
問
入
浴
介
護

通
所
リ
ハ

A％ B％ C％

加
算
率
の
設
定

（公費1000億程度）

2000億円

・・・

経
験
・技
能
の
あ
る

介
護
職
員

他
の
介
護
職
員

① ② ③

経
験
・技
能
の
あ
る

介
護
職
員

経
験
・技
能
の
あ
る

介
護
職
員 ②

他の介護職員

① ①

全て選択可能

平
均
処
遇
改
善
額

平
均
処
遇
改
善
額

平
均
処
遇
改
善
額

経
験
・技
能
の
あ
る

介
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①

・10年以上の介護福祉士
の数に応じて設定
・加算率は二段階に設定

事業所の裁量も認めつつ
一定のルールを設定

▶ 平均の処遇改善額 が、

・ ①経験・技能のある介護職員は、②その他の介護職員の２倍以上とすること
・ ③その他の職種（役職者を除く全産業平均水準（年収440万円）以上の者は対象外）は、②その他の
介護職員の２分の１を上回らないこと

※ ①は、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、
勤続10年の考え方は、事業所の裁量で設定

※ ①、②、③内での一人ひとりの処遇改善額は、柔軟に設定可能
※ 平均賃金額について、③が②と比べて低い場合は、柔軟な取扱いが可能

▶ ①経験・技能のある介護職員において「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均
水準（年収440万円）」を設定・確保

→ リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を実現

※小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は合理的な説明を求める。

②
他の介護職員

③
その他の職種

新しい経済政策パッケージに基づく介護職員の更なる処遇改善
（令和元年度介護報酬改定）
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介護職員処遇改善加算（Ⅰ）～
（Ⅲ）のいずれかを算定しているこ
と

介護職員処遇改善加算の職場環境
等要件に関し、複数の取組を行って
いること

介護職員処遇改善加算に基づく取組
について、ホームページへの掲載等を
通じた見える化を行っていること

【2020年度から算定要件化】

1

２

要件

要件

３
要件

職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること

資質の向上

労働環境・
処遇の改善

その他

それぞれの区分について
１以上の取組が必要

※ 既に取組を行っている場合、新たな取組を行うことまでは
求めていない。

● 以下の内容について、介護サービス情報公表制度
を活用し、公表していること
・ 処遇改善に関する加算の算定状況
・ 賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容

● 事業所のホームページがある場合は、そのホーム
ページでの公表もok

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
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特定処遇改善加算のイメージ
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加算（Ⅰ） 加算（Ⅱ） 合計

訪問介護 23.7% 29.9% 53.7%
訪問入浴介護 12.4% 60.6% 73.0%
通所介護 29.0% 36.5% 65.5%

通所リハビリテーション 40.6% 14.2% 54.9%
短期入所生活介護 44.8% 41.3% 86.2%
短期入所療養介護 59.4% 20.5% 79.9%

認知症対応型共同生活介護 19.7% 54.6% 74.3%
特定施設入居者生活介護 24.5% 57.1% 81.6%

地域密着型特定施設入居者生活介護 26.4% 45.8% 72.2%
介護老人福祉施設 74.0% 15.6% 89.6%

地域密着型介護老人福祉施設 67.0% 19.4% 86.4%
介護老人保健施設 57.7% 22.4% 80.1%
介護療養型医療施設 13.8% 15.6% 29.4%

介護医療院 29.6% 20.6% 50.2%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 49.8% 33.7% 83.5%

夜間対応型訪問介護 35.4% 44.5% 79.9%
地域密着型通所介護 13.0% 26.7% 39.6%
認知症対応型通所介護 37.6% 38.2% 75.8%
小規模多機能型居宅介護 27.9% 44.5% 72.4%

看護小規模多機能型居宅介護 32.3% 40.3% 72.6%
合計 31.7% 33.8% 65.5%

【出典】厚生労働省「介護給付費等実態統計」特別集計により算出 ※介護予防サービスを除いて集計。

介護職員等特定処遇改善加算のサービス別の請求状況

年度 R１年度 R２年度

サービス提供月 10月 1月 3月 6月

算
定
率
の

推
移

（Ⅰ） 26.6% 28.3% 28.5% 31.7%

（Ⅱ） 27.2% 30.4% 30.9% 33.8%

合計 53.8% 58.7% 59.4% 65.5%

＜特定処遇改善加算の算定率の推移＞

＜特定処遇改善加算のサービス別の算定状況（６月サービス提供分）＞

※(Ⅰ)はサービス提供体制強化加算等の最も上位の区分を算定している場合、算定可能。（Ⅰに該当しない場合はⅡを算定可能）
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※１ 調査対象となった施設・事業所に平成30年度と令和元年度ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
※２ 平均給与額 ＝ 基本給（月額）＋ 手当 ＋ 一時金（10月～３月支給金額の1/6）
※３ 平均給与額は10円単位を四捨五入している。
※４ 処遇改善加算(Ⅰ)～(Ⅴ)を取得した施設・事業所の介護職員の平均給与額は、30.0万円(平成31年)から31.6万円(令和2年)

に増加(+1.6万)。

令和２年度介護従事者処遇状況等調査結果のポイント

○ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)～(Ⅱ)を取得している施設・事業所における介護職員（月給・常勤の者）の平均給与額について、平成３
１年２月と令和２年２月を比較すると１８，１２０円の増となっている。

○ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)～(Ⅱ)を取得している施設・事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士（月給・常勤の者）の平均給
与額について、平成31年２月と令和２年２月を比較すると２０，７４０円の増となっている。

平均給与額（月給・常勤の者） 令和２年２月 平成31年２月 差 額

特定処遇改善加算(Ⅰ)～(Ⅱ)を取得した
施設・事業所の介護職員

３２５，５５０円 ３０７，４３０円 １８，１２０円

特定処遇改善加算(Ⅰ)～(Ⅱ)を取得した
施設・事業所の勤続年数10年以上の介護福祉士

３６６，９００円 ３４６，１６０円 ２０，７４０円

※ 給与等の引き上げの実施方法は、調査対象となった施設・事業所に在籍している介護従事者全体
（介護職員に限定していない）の状況

給与等の引き上げの実施方法（複数回答）

給与表を改定して賃金
水準を引き上げ（予
定）

定期昇給を
実施（予定）

手当の引き上げ
・新設（予定）

賞与等の引き上げ
・新設（予定）

１８．６％ ５１．４％ ５４．０％ ２５．９％

経験・技能のある介護職員 ９３．４％

他の介護職員 ８５．４％

その他の職種 ６０．０％

１ 特定処遇改善加算を配分した職員の範囲（複数回答）

生活相談員・支援相談員 ６９．１％

看護職員 ６５．３％

事務職員 ６４．４％

介護支援専門員 ４７．１％

２ 経験・技能のある介護職員の賃金改善の状況（一部複数回答）

月額平均８万円以上の賃金改善を実施 １０．３％

改善後の賃金が年額440万円以上となる
賃金改善を実施

３８．６％

既に賃金が年額440万円以上となっている者がいる ４１．５％

月額平均８万円以上となる者又は改善後の賃金が
年額440万円となる者を設定できなかった

３３．５％

３ 特定処遇改善加算の届出を行わない理由（複数回答）

職種間の賃金バランスがとれなくなることが懸念 ３８．８％

賃金改善の仕組みを設けるための事務作業が煩雑 ３８．２％

介護職員間の賃金バランスがとれなくなることが懸念 ３３．８％

計画書や実績報告書の作成が煩雑 ３１．２％

※ 上位４つを掲載

※ 上位４職種を掲載

※ 令和元年度における取得状況
※ 特定処遇改善加算の取得割合は、処遇改善加算(Ⅰ)～(Ⅲ)の事業所に対する割合

加算(Ⅰ) 75.6% 

加算(Ⅰ) 34.7% 

加算(Ⅱ)

10.0% 

加算(Ⅱ) 28.6% 

加算(Ⅲ)

7.0% 

加算(Ⅳ)

0.3% 
加算…

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

処遇改善

加算

特定処遇

改善加算

処遇改善加算・特定処遇改善加算の取得状況（加算の種類別）

取得
９３．５％

未取得
６．５％

取得
６３．３％

未取得
３６．７％
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1.介護職員の処遇改善

(３）加算率の設定

② サービス種類内の加算率

・ 現時点で把握可能なデータや、事業所や自治体の事務負担、新しいサービス種類・事業所があ
ることに、一定の留意をした上で、同じサービス種類の中でも、経験・技能のある介護職員の数が多
い事業所や職場環境が良い事業所について更なる評価を行うことが望ましい。

・ このため、介護福祉士の配置が手厚いと考えられる事業所を評価するサービス提供体制強化加
算等の取得状況を加味して、加算率を二段階に設定することが適当である。なお、経験・技能のあ
る介護職員が多い事業所や職場環境が良い事業所をより精緻に把握する観点から、その方法に
ついて、今後検討することが必要である。

2019年度介護報酬改定に関する審議報告（抜粋）
（2019年度介護報酬改定に関する審議報告（2018年12月26日）より作成）
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 特定処遇改善加算について、導入の趣旨を踏まえつつ、取得促進を図るとともに、より事業者が活用しやすい仕組み
とする観点から、各事業所においてより柔軟な配分を可能とする見直しを検討してはどうか。

 具体的には、平均の賃金改善額が、①「経験・技能のある介護職員」は、「その他の介護職員」の２倍以上とするこ
と、②「その他の職種」は、「その他の介護職員（※賃金改善後の賃金が年額440万円を上回る場合は対象外）」の２
分の１を上回らないこと、とする配分ルールについて、
・①「経験・技能のある介護職員」は、「その他の介護職員」の「２倍以上とすること」から「より高くすること」と
する
・②「その他の職種」は、「その他の介護職員」の「２分の１を上回らないこと」から「より低くすること」とする
こととしてはどうか。

 また、2019年度介護報酬改定に関する審議報告において、「経験・技能のある介護職員が多い事業所や職場環境が良
い事業所をより精緻に把握する観点から、その方法について、今後検討することが必要」との指摘があることを踏まえ
て、どのように考えるか。

検討の方向（案）

論点④介護職員等特定処遇改善加算
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横断的事項について
（障害者虐待の防止、身体拘束等の適正化）

≪論点等≫

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム

第22回（R2.11.27） 資料２
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横断的事項について

論点１ 障害者虐待の防止の更なる推進について・・・・・・・・・・・・・・・・２

論点２ 身体拘束等の適正化について・・ ・ ・ ・ ・・・・・・ ・ ・・・・・・11

横断的事項に係る論点
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【論点１】障害者虐待の防止の更なる推進について

現状・課題

○ 障害者虐待防止法第15条に基づき、障害福祉サービス事業者等は、従事者に対する研修の実施等、障害者
虐待の防止等のための措置を講ずるものとされている。

○ また、基準省令第３条第３項において、指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防
止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等
の措置を講ずるよう努めなければならないこととされている。

○ 国が作成する障害者虐待の防止と対応の手引きにおいては、虐待防止のための体制整備の取組の一環とし
て、虐待防止委員会の設置を求めており、その役割は以下の３つ。()内は具体例
① 虐待防止のための計画づくり(虐待防止の研修、労働環境・条件チェックリストの作成と実施)
② 虐待防止のチェックとモニタリング(虐待が起こりやすい職場環境をチェックリストにより確認する等)
③ 虐待発生後の検証と再発防止策の検討(虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再発防止策を検
討、実行)

○ 虐待防止のための責任者や虐待防止委員会の設置状況については、サービス類型によって大きな開きがあ
り、施設系は8割以上で設置している一方、それ以外では5割を下回るサービスもある。
※日本知的障害者福祉協会 平成26年度 全国知的障害児・者施設・事業実態調査報告

（虐待対応状況調査について）
○ 虐待件数等を調査する虐待対応状況調査の結果では、施設従事者による障害者虐待の件数は年々増加傾向
にある

○ 上記調査では虐待発生要因を集計しており、個人的要因(※１)、組織的要因(※２)のいずれもみられる。
※１「教育・知識・介護技術等に関する問題」や「倫理観や理念の欠如」
※２「職員のストレスや感情コントロールの問題」や「虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ」 83



【論点１】障害者虐待防止の更なる推進について

検討の方向性

○ 虐待発生要因には、個人的要因、組織的要因のいずれも存在することから、各サービスの実態を踏まえつ
つ、指定基準に以下の内容を盛り込むこととしてはどうか。
① 従業者への研修実施の義務化
② 研修実施や虐待が起こりやすい職場環境の確認、改善を行うための組織として虐待防止委員会(注)設置

を義務化
③ 虐待の防止等のための責任者の設置の義務化
(注)虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証や再発防止策の検討等

○ その際には、小規模な事業所においても過剰な負担とならず、効果的な取り組みが行えるよう、具体的な
方法・配慮を併せて示すこととしてはどうか。なお、虐待防止の取組の中で、身体拘束等の適正化について
取り扱う場合についても同様としてはどうか（Ｐ11参照） 。

○ これらについて施設・事業所が対応を行うためには一定の時間を要すると見込まれるため、一定の準備期
間を設けることも検討してはどうか。
※なお、今後、国として現場における好事例を収集した上で、その内容を現場に周知予定。
※具体的なスケジュール例

②は令和３年４月から努力義務化し（①、③は既に努力義務となっている）、令和４年４月に①から③ま
で義務化する。

論 点

○ 年々増加する施設従事者による障害者虐待への対応策として、どのような方策が考えられるか。
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平成３０年度 障害者虐待対応状況調査＜障害者福祉施設従事者等による障害者虐待＞【概要】

相談
通報

2,605件

市区町村

主な通報
届出者内訳

●当該施設・事業
所職員 (17.9%)

●本人による届出
(17.8%)

●家族・親族
(12.9%)

●設置者・管理者
(12.6%)

●相談支援専門員
(9.0%)

2,310件
障害者総合支援法等
による権限行使等※3

・ 施設等に対する指導 389件
・ 改善計画提出依頼 309件
・ 従事者への注意・指導 175件

市区町村による指導等

・ 報告徴収・出頭要請・質問・
立入検査 191件

・ 改善勧告 38件
・ 改善命令 1件
・ 指定の全部・一部停止 8件
・ 指定取消※4 3件
・ 都道府県・政令市・中核市等

による指導 266件

障害者総合支援法等
による権限の行使等

都道府県

虐待の事実
が認められ
た事例

被虐待者
777人※1

虐待者
634人※2

（死亡事例：
2人）

更に都道府県において事
実確認を行った事例で虐
待事実が認められた事例

3件

都道府県調査により
虐待の事実が認められ
た事例 9件

3件

9件

592件

● 性別
男性（70.5%）、女性（29.5%）

● 年齢
60歳以上（18.5%） 、50～59歳（17.5%）
40～49歳（15.3%）

● 職種
生活支援員 （42.3%）、
その他従事者（10.3%）、
管理者 （9.5%）、世話人（7.1%）、
サービス管理責任者（4.9%）

● 性別
男性（65.6%）、女性（34.4%）

● 年齢
20～29歳（18.8%） 、 40～49歳（18.1%）
～19歳（18.0%）、30～39歳（14.5%）

● 障害種別（重複障害あり）

● 障害支援区分のある者 （67.1%）
● 行動障害がある者 （32.3%）

虐待者（634人） 被虐待者（777人）

※１ 不特定多数の利用者に対する虐待のため被虐待障害者が特定できなかった
等の18件を除く574件が対象。

※２ 施設全体による虐待のため虐待者が特定できなかった52件を除く540件が対象。
※３ 平成30年度末までに行われた権限行使等。

※４ 指定取消は、虐待行為のほか人員配置基準違反や不正請求等の違反行為等
を理由として行ったもの。

※5 同じ事例で、複数の市区町村が報告した事例等があるため一致しない

256件（連絡した市区町村数）

295件

事実確認調査を行った
事例 （48件）

＊平成29年度に通報・届出があった事案3件を含む
＊監査・実地指導等により判明した事案7件を含む

＊平成29年度に通報・届出があった事案90件を含む

うち、さらに都道府県による事実確認
調査が必要とされた事例 7件

事実確認調査 （2,656件）

事実確認調査を行った事例 2,244件

うち、虐待の事実が認められた事例
672件

うち、都道府県へ事実確認調査を
依頼した事例 9件

事実確認調査を行わなかった事例 412件

15件

580件

障害者虐待が認められた事業所種別

教育・知識・介護技術等に関する問題 73.1%

職員のストレスや感情コントロールの問題 57.0%

倫理観や理念の欠如 52.8%

虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ 22.6%

人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ 20.4%

市区町村等職員が判断した虐待の発生要因（複数回答）

虐待行為の類型（複数回答）

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄、放置 経済的虐待

51.7% 13.3% 42.6% 5.7% 7.1%

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 難病等

22.7% 74.8% 13.5% 4.2% 0.5%

※5

件数 構成割合
障害者支援施設 136 23.0%
居宅介護 16 2.7%
重度訪問介護 6 1.0%
行動援護 1 0.2%
療養介護 15 2.5%
生活介護 106 17.9%
短期入所 17 2.9%
自立訓練 2 0.3%
就労移行支援 4 0.7%
就労継続支援Ａ型 37 6.3%
就労継続支援Ｂ型 74 12.5%
共同生活援助 89 15.0%
一般相談支援事業所及び特定相談支援事業所 2 0.3%
移動支援事業 4 0.7%
地域活動支援センターを経営する事業 7 1.2%
福祉ホームを経営する事業 1 0.2%
児童発達支援 4 0.7%
放課後等デイサービス 70 11.8%
児童相談支援事業 1 0.2%

合計 592 100.0%

※5
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○障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き（令和２年10月厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福
祉課地域生活支援推進室事務連絡）
５ 虐待を防止するための体制について
（３）事業所としての体制整備

運営規程で定めた「虐待を防止するための措置」として、虐待防止委員会の設置等、必要な体制の整備が求められます。
虐待防止委員会の責任者（委員長）は、通常、管理者が担うことになります。また、虐待防止委員会を組織的に機能させるた
めに、各サービス事業所のサービス管理責任者やサービス提供責任者、ユニットリーダー等、各事業所や現場で虐待防止の
リーダーになる職員を虐待防止マネジャーとして配置します。
また、複数事業所があり、虐待防止マネジャーが複数名配置されている場合は各事業所間、マネジャー間で虐待への認識の相
違が起きないように、相互確認を行ったり、複数名で同一現場を確認ながらチェックリストを用い、基準を統一することがポ
イントとなってきます。
（４ ）虐待防止委員会の役割

委員会には、「虐待防止のための計画づくり」、「虐待防止のチェックとモニタリング」、「虐待（不適切な対応事例）発
生後の検証と再発防止策の検討」の３つの役割があります。

第１の「虐待防止のための計画づくり」とは、虐待防止の研修や、虐待が起こりやすい職場環境の確認と改善、ストレス要
因が高い労働条件の確認と見直し、マニュアルやチェックリストの作成と実施、掲示物等ツールの作成と掲示等の実施計画づ
くりです。

第２の「虐待防止のチェックとモニタリング」とは、虐待防止の取組の実施プロセスです。後述するチェックリストにより、
委員会によって虐待が起こりやすい職場環境の確認を行い、また各職員が定期的に自己点検し、その結果を虐待防止マネ
ジャー（サービス管理責任者等）が集計し虐待防止委員会に報告します。また、サービス管理責任者においては、利用者の個
別支援計画の作成過程で確認された個々の支援体制の状況（課題）等も踏まえながら、現場で抱えている課題を委員会に伝達
します。併せて、発生した事故（不適切な対応事例も含む）状況、苦情相談の内容、職員のストレスマネジメントの状況につ
いても報告します。

※既存のチェックリストでは、労働環境（職場環境、人員配置過不足、人員スキル等）、労働条件（宿直やインターバル等）、人間関係（労
働環境に起因するもの）、相談体制（職場の仕組みとして）、会議体の設定等の経営者とともに行わなければならない項目が不足している場
合が多いため、これらを補うことが必要です。

委員会では、この現況を踏まえて、どのような対策を講じる必要があるのか、経営者と一体で取り組むもの、虐待防止委員
会・各部署単位で取り組むもの、職員個人で取り組めるものの３つに分類し、具体的に検討の上、経営計画への反映や、職員
への研修計画や各部署の職員が取り組む改善計画に反映し、虐待防止マネジャーを中心として各部署で具体的に取り組みます。
第３の「虐待（不適切な対応事例）発生後の検証と再発防止策の検討」とは、虐待やその疑いが生じた場合、行政の事実確認
を踏まえて障害者福祉施設等としても事案を検証の上、再発防止策を検討し、実行に移していくこととなります。

虐待防止委員会について
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虐待防止委員会
委員長：管理者
委 員：虐待防止マネジャー

（サービス管理責任者等）
看護師・事務長
利用者や家族の代表者
苦情解決第三者委員など

虐待防止マネジャー

各部署の責任者
サービス管理責任者など

虐待防止委員会の役割
・研修計画の策定、・職員のストレスマネジメント・苦情解決
・チェックリストの集計、分析と防止の 取組検討
・事故対応の総括・他の施設との連携
・身体拘束に関する適正化についての検討(論点２) 等

虐待防止マネジャーの役割
・各職員のチェックリストの実施
・倫理綱領等の浸透、研修の実施
・ひやり・ハット事例の報告、分析等
・身体拘束に関する適正化について

の検討 等

職
員

職
員

職
員

虐待防止マネジャー

各部署の責任者
サービス管理責任者など

虐待防止マネジャーの役割
・各職員のチェックリストの実施
・倫理綱領等の浸透、研修の実施
・ひやり・ハット事例の報告、分析
・身体拘束に関する適正化について

の検討 等

職
員

職
員

職
員

虐待防止マネジャー

各部署の責任者
サービス管理責任者など

虐待防止マネジャーの役割
・各職員のチェックリストの実施
・倫理綱領等の浸透、研修の実施
・ひやり・ハット事例の報告、分析
・身体拘束に関する適正化について
の検討 等

職
員

職
員

職
員

事業所 事業所

障害福祉サービス事業所における虐待防止委員会の例

虐待防止委員会
委員長：管理者
委 員：虐待防止マネジャー

（サービス管理責任者等）
看護師・事務長
利用者や家族の代表者
苦情解決第三者委員など

虐待防止委員会
委員長：管理者
委 員：虐待防止マネジャー

（サービス管理責任者等）
看護師・事務長
利用者や家族の代表者
苦情解決第三者委員など

合同開催
も可能

事業所

合同開催
も可能
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日本知的障害者福祉協会 平成２６年度 全国知的障害児・者施設・事業実態調査報告

虐待防止に関する責任者の設置（事業所数・下段は％）

障害児入所施設 児童発達支援センター 日中活動事業所 施設入所支援 計

設置している
１４９

９０．３
５７

７５．９
１，２２５

８２．９
１，０４７

９１．８
２，５０９

８６．６

設置していない
１０

６．１
２４

２０．７
２１０

１４．２
７８

６．８
３２２

１１．１

無回答
６

３．６
４

３．４
４２

２．８
１５

１．３
６７

２．３

計
１６５
１００

１１６
１００

１，４７７
１００

１，１４０
１００

２，８９８
１００

組織（虐待防止委員会等）の設置（事業所数・下段は％）

障害児入所施設 児童発達支援センター 日中活動事業所 施設入所支援 計

設置している
１３２

８０．０
５７

４９．１
８９５

６０．６
９３１

８１．７
２，０１５

６９．５

設置していない
２４

１４．５
５２

４４．８
５１８

３５．１
１８２

１６．０
７７６

２６．８

無回答
９

５．５
７

６．０
６４

４．３
２７

２．４
１０７
３．７

計
１６５
１００

１１６
１００

１，４７７
１００

１，１４０
１００

２，８９８
１００

虐待防止への対応（２６年度のみ調査）

施設・事業の種類 送付数 提出数 回収率（％）

障害児入所施設 ２４３ １６５ ６７．９

児童発達支援センター １７１ １１６ ６７．８

日中活動事業所 ２，２４１ １，４７７ ６５．９

障害者支援施設 １，５９４ １，１４０ ６８．２
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平成３０年度 障害者虐待対応状況調査＜障害者福祉施設従事者等による障害者虐待＞【詳細】（１）

表45は虐待が認められた施設等に事実確認調査に入った時点（複数回の事実確認調査で施設・事業所を訪
問した場合は１回目の訪問時点）における取組
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平成３０年度 障害者虐待対応状況調査＜障害者福祉施設従事者等による障害者虐待＞【詳細】（２）

重篤事例対応を行った自治体に対するヒアリング調査
（１）調査実施目的
障害者虐待における死亡事例や傷害事件となったような重篤な事例（以下「重篤事例」

という。）の未然防止、再発防止に向けて、効果的な取組や体制等、現状における課題を聞き取り、今後必要な対応策を検討することを
目的に、平成30 年度「障害者虐待対応状況調査」で施設従事者虐待において重篤事例を計上した自治体、法人・事業所に対して、事
例概要、虐待発生後の対応、その後の再発防止に向けた取組等に関するヒアリング調査を実施。
（２）調査対象
平成30年度「障害者虐待対応状況調査」で、施設従事者虐待における重篤事例を計上した自治体及び虐待が発生した法人・事業所

調査
結果

〇法人・事業所が自ら行う取組：「研修」に関する工夫
・研修テーマ：人権、障害者虐待に関する理解、通報義務、強度行動障害への支援、アセスメント、個別支援計画の作成方法等
・研修方法：座学に加え、県内で自主的な研修に取り組んでいる法人・事業所への視察等
・ヒアリング調査で聞きとった研修の効果に関する意見（抜粋）

・それまでは虐待に対する意識が低かった。自分たちが行っている支援が虐待に該当するという意識がなかったが、勉強することに
よってこれも虐待に該当するという意識が高まったと思う。（経営層）

・人権に対する意識が高まる効果があったと思う。研修後、職員からこの拘束方法はいいのか、あの職員がやっている支援方法でい
いのかなど質問が多数でてきた。（経営層）

・研修実施以降、身体拘束がなくなった。（経営層）
・研修を受けて、いろいろな考え方を学んで、意識が変わった。職員間で話すことによって、みんなで同じ方向に向かっていると思う。そ

れまでは、閉ざされた環境で仕事していたのかなと思う。我々職員が変わることによって利用者さんのためにもなってよかったかと思
う。（職員）

・気になる事例を隠すことがなくなった。（職員）
〇研修以外に法人・事業所が自ら行う取組
・毎月、虐待防止委員会の構成メンバーである各事業所の管理者と理事長が、事業責任者会議を開催し、各事業所の現状と課題を抽

出し、特に、事業所で解決できないものについて、組織として解決を図る取組を行い、会議録を残している。
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【論点２】身体拘束等の適正化について

現状・課題

○ 通所・入所・居住系サービスの基準省令には、各サービスの創設当初から「身体拘束等の禁止」について規定され
ていたが、身体拘束等の適正化を図るため、平成30年度障害福祉サービス等報酬改定において、「身体拘束廃止未実
施減算」を創設。

○ 身体拘束廃止未実施減算は、身体拘束等が行われていた場合ではなく、基準省令で規定されている「やむを得ず身
体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びにやむを得ない理由その他必要な事
項」を記録していない場合に適用される。

○ 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の議論において、「更なる見直しについて検討する」と整理されている。

論 点

○ 介護保険における運営基準及び身体拘束廃止未実施減算の適用要件を踏まえ、障害福祉サービス等においても基準
省令の見直しや身体拘束廃止未実施減算の適用要件について見直す必要があるか。

検討の方向性

○ 介護保険における運用基準及び適用要件を参考に、基準省令の見直しや算定要件の追加を検討してはどうか。その
際、国において具体的な対応例を示すとともに、これを受けて施設・事業所が対応を行うために一定の時間を要する
と見込まれるため、一定の準備期間を設けることを検討してはどうか。また、虐待防止の取組で身体拘束等の適正化
について取り扱う場合には、身体拘束等の適正化に取り組んでいるとみなすこととしてはどうか。
※具体的なスケジュール例

・ 基準省令は、令和３年４月から努力義務化し、令和４年４月から義務化する。
・ 減算の算定要件は、令和５年４月から適用する。

○ 訪問系サービスについても、知的障害者や精神障害者も対象としており、身体拘束が行われることも想定されるた
め、基準省令に「身体拘束等の禁止」の規定を追加するとともに、身体拘束廃止未実施減算を創設してはどうか。
※具体的なスケジュール例

・ 基準省令のうち、現在、他の障害福祉サービスにおいて義務となっている「身体的拘束等を行う場合の記録」
については、令和３年４月から義務化する。その他の事項については、令和３年４月から努力義務化し、令和４
年４月から義務化する。

・ 減算の算定要件は、いずれも令和５年４月から適用する。 92



関係団体ヒアリングにおける主な意見

No 意見等の内容 団体名

1

○神奈川県立津久井やまゆり園における大量殺傷事件を契機として立ち上がった「津久井やまゆり園利用者支援
検証委員会」の中間報告では、同園において要件を満たさない身体拘束があったことが指摘された。また、その
後も神奈川県立の施設において同様の不適切な身体拘束が多数報告されている。このように、要件を満たさない
身体拘束に対しては身体拘束廃止未実施減算が設定されているが、減算としては５単位と不十分である。例えば
この減算を倍以上に強化し、さらに最終的には強度行動障害支援者養成研修（実践）修了者の未配置も減算対象
にするといった踏み込みが求められる。

全国手をつなぐ育成会連合会

2
○利用者の権利擁護のため、身体拘束廃止未実施減算要件に「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員
会の開催、指針の整備、職員等に対する研修の定期的な実施」を段階的に取り入れるよう検討すべきではないか。

日本知的障害者福祉協会
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平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要（抄）

（平成30年２月５日障害福祉サービス等報酬改定検討チーム）

⑤ 身体拘束等の適正化について

・ 今般、身体拘束等の記録を行っていない場合の減算を設けることとするが、

「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、職

員等に対する研修の定期的な実施」についても努めるものとし、その上で、更

なる見直しについて検討する。
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身体拘束廃止未実施減算の適用状況

※ 身体拘束廃止未実施減算は、身体拘束等が行われていた場合ではなく、基準省令で規定されている「やむを得ず身
体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びにやむを得ない理由その他必要な事
項」を記録していない場合に適用される。

出典：国保連データ

サービス種別

H31.4 R2.4

減算算定
事業所数

全事業所数 算定率
減算算定
事業所数

全事業所数 算定率

療養介護 0 253 0.00% 0 254 0.00%

生活介護 2 10,655 0.02% 4 11,117 0.04%

短期入所 3 4,857 0.06% 2 4,331 0.05%

施設入所支援 1 2,587 0.04% 3 2,581 0.12%

共同生活援助 2 8,428 0.02% 0 9,221 0.00%

自立訓練(機能訓練） 0 184 0.00% 0 167 0.00%

自立訓練(生活訓練） 0 1,153 0.00% 0 1,172 0.00%

就労移行支援 2 3,198 0.06% 0 3,001 0.00%

就労継続支援A型 1 3,799 0.03% 0 3,818 0.00%

就労継続支援B型 1 12,506 0.01% 5 13,212 0.04%

児童発達支援 1 6,306 0.02% 0 6,932 0.00%

医療型児童発達支援 0 93 0.00% 0 78 0.00%

放課後等デイサービス 0 13,568 0.00% 0 14,809 0.00%

保育所等訪問支援 0 541 0.00% 0 359 0.00%

居宅訪問型児童発達支援 0 30 0.00% 0 41 0.00%

福祉型障害児入所施設 0 185 0.00% 0 184 0.00%

医療型障害児入所施設 0 188 0.00% 0 191 0.00%
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身体拘束廃止未実施減算の適用要件（介護保険サービスとの比較）

障害福祉サービス等 介護保険サービス

①身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の入所者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録すること

①身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の入所者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録すること

②身体的拘束等の適正化のための対策を検討

する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他従業

者に周知徹底を図ること

③身体的拘束等の適正化のための指針を整備

すること

④介護職員その他の従業者に対し、身体的拘

束等の適正化のための研修を定期的に実施

すること

○ 以下の要件を満たさない場合に、減算が適用される。
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「身体拘束廃止未実施減算」創設による取組や意識等の変化

○ 事業所調査によると、「身体拘束廃止未実施減算」創設による取組や意識等の変化については、「特に変化はない」が44.7％と最も多くなっている。

○ 自治体調査によると、 「身体拘束廃止未実施減算」創設による、障害福祉サービス等事業所における身体拘束の廃止・適正化の効果については、「一定の効果

がある」が63.2％と最も多くなっている。

○ 自治体調査によると、身体拘束廃止未実施減算の創設に伴う事業所の身体拘束の廃止・適正化に関する意識の変化について、「それほど変化は感じない」が

64.2％と最も多く、次いで「どちらかといえば高くなっているように感じる」が33.0％となっている。

出典：令和元年度障害者総合福祉推進事業「障害福祉サービス等事業所における身体拘束等に関する実態調査」三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株）

自治体調査

1.9%

6.3%

11.5%

9.4%

15.2%

8.4%

2.1%

1.5%

44.7%

25.7%

0% 20% 40% 60%

身体拘束廃止・適正化のための対策を検討する委

員会を創設した・開催頻度を増やした

身体拘束廃止・適正化のための職員研修を創設

した・開催頻度を増やした

身体拘束を実施したことの記録方法や書式等を見

直した

身体拘束に関する手続きやガイドライン、マニュアル

等を策定した・改訂した

身体拘束の廃止・適正化や身体拘束をしない支

援に関心を持つ職員が増えた

身体拘束をやむを得ないと考える職員が減った、身

体拘束の実施に抵抗を感じる職員が増えた

身体拘束に関し、所管の自治体とのやり取りや事

業者団体等での情報交換等が増えた

その他

特に変化はない

無回答

取組や意識等の変化[ｎ＝521]

事業所調査

減算創設による身体拘束廃止・適正化
への効果[ｎ＝106]

一定の効果

がある

63.2%

それほど効

果はない

30.2%

その他

5.7%

無回答

0.9%

取組や意識等の変化[ｎ＝106]

かなり高くなってい

るように感じる

0.9%

どちらかといえば

高くなっているよう

に感じる

33.0%

それほど変化は

感じない

64.2%

低くなっている

ように感じる

0.0%

その他

0.9%

無回答

0.9%

66.7%

0.0%

13.9%

30.6%

11.1%

8.3%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80%

身体拘束に関する事業所からの問い合わせ、質問等が

増えた

身体拘束について届出や報告をする事業所が増えた

事業所からの届出・報告等で、身体拘束に関する事項

が詳しく記載されるようになった

身体拘束の適正化に向けた取組をはじめる事業所が増

えた

地域の事業者団体や事業所の連携組織等で、身体拘

束に関する研修、勉強会等が増えた

その他

無回答

「高くなってる」と思う自治体が感じた変化 [ｎ＝36]
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身体拘束適正化の取組状況（１）

○ 調査対象サービスの利用者に対する、身体拘束の対応方針については、「身体拘束を一切行わない」が58.7％となっている。また、介護保険事業も実施してい

る法人の事業所で、「身体拘束を行うことがある」とする割合が比較的高い。

○ 「身体拘束を一切を行わない」と回答した事業所について、身体拘束を行わないという方針の適用範囲は、「法人全体の方針として決めている」が62.7％と最も

多くなっている。また、介護保険事業も実施している法人の事業所で、「法人全体の方針はないが、事業所で方針として決めている」とする割合が高い。

身体拘束の対応方針

58.7%

46.5%

60.8%

32.8%

41.9%

31.5%

8.1%

10.5%

7.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 [N=521]

介護保険事業実施 [N=86]

介護保険事業なし[N=429]

身体拘束を一切行わない 身体拘束を行うことがある その他 無回答

身体拘束を行わない方針の適用範囲

62.7%

19.3%

15.4%

2.6%

45.0%

42.5%

10.0%

2.5%

65.9%

15.3%

16.5%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80%

法人全体の方針として決めている

法人全体の方針ではないが、事業所で方針として決めている

法人・事業所の方針はないが、現場サイドで身体拘束を行

わないと決めている

無回答

全体[N=306]

介護保険事業実施[N=40]

介護保険事業なし[N=261]

出典：令和元年度障害者総合福祉推進事業「障害福祉サービス等事業所における身体拘束等に関する実態調査」三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株）98



身体拘束適正化の取組状況（２）

○ 「身体拘束を行うことがある」と回答した事業所について、身体拘束を行う際の明文化された手続きやガイドライン、マニュアル等の文書の整備状況は、「身体拘

束を実施する場合の一連の手続きを定めたもの（責任者の承認、本人・家族の同意、実施可否の判断等）」が70.2％と最も多くなっている。

○ 身体拘束の廃止・適正化の取組として実施していることについては、「職員に対し、身体拘束の弊害の周知や、身体拘束をしない支援等についての研修会等を

行っている」が45.3％と最も多くなっている。

○ 介護保険事業も実施している法人の事業所で、実施していない事業所に比べて各項目に取り組んでいる割合が高い。

20.3%

45.3%

3.5%

39.7%

8.6%

22.8%

18.4%

8.1%

2.3%

27.6%

33.7%

58.1%

4.7%

47.7%

14.0%

33.7%

17.4%

8.1%

3.5%

19.8%

17.9%

43.1%

3.3%

38.5%

7.7%

20.7%

18.9%

8.2%

2.1%

28.4%

0% 20% 40% 60% 80%

身体拘束廃止・適正化のための委員会等を設置し、方針や具

体的取組等の検討を行っている（虐待防止委員会等の中で検

討している場合も含む）

職員に対し、身体拘束の弊害の周知や、身体拘束をしない支援

等についての研修会等を行っている

身体拘束の廃止・適正化の先進事業所から人を招いたり職員を

派遣するなど、実地研修を行っている

利用者のアセスメントを十分に行い、身体拘束をしないための支

援の質を高める工夫を行っている

身体拘束をしない支援に役立つ機器・設備等の導入や、施設等

の環境改善を行っている

利用者本人や家族に対し、身体拘束をしない支援についての理

解と協力を求めている

身体拘束をしない支援を実施するために、十分な数の職員の確

保を図っている

身体拘束を避けるためにより専門的な支援等が必要と考えられる

場合、他の事業所・サービス等を紹介している

その他

無回答

全体[N=521]

介護保険事業実施[N=86]

介護保険事業なし[N=429]

身体拘束の廃止・適正化の取組として実施していること身体拘束を行う際の明文化された手続きやガイドライン、
マニュアル等の文書の整備状況

66.1%

70.2%

39.2%

66.7%

46.8%

9.4%

5.8%

69.4%

80.6%

47.2%

75.0%

55.6%

11.1%

2.8%

65.2%

67.4%

37.0%

64.4%

44.4%

8.9%

6.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体拘束が「緊急やむを得ない」場合かどうかの判定

方法・判断基準

身体拘束を実施する場合の一連の手続きを定めたも

の（責任者の承認、本人・家族の同意、実施可否の

判断等）

身体拘束中の確認事項、確認頻度、身体拘束の終

了判断等について定めたもの

身体拘束を実施したことの記録方法や書式等を定め

たもの

身体拘束を実施した後、そのケース検討や振り返り等

の機会・手順を定めたもの

その他

無回答

全体[N=171]

介護保険事業実施[N=36]

介護保険事業なし[N=135]

介護保険における
減算適用要件

介護保険における
減算適用要件

出典：令和元年度障害者総合福祉推進事業「障害福祉サービス等事業所における身体拘束等に関する実態調査」
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身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置

○ 身体拘束の廃止・適正化のための委員会を設置している事業所は、20.3％となっている（Ｐ18「身体拘束の廃止・適正化の取組として実施している

こと」参照） 。

○ 自治体調査の結果によると、「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」の開催を減算適用の要件として追加することの可否につ

いては、「難しい」が50.9％と半数を上回っており、「可能」は30.2％となっている。

○ 事業所における身体拘束に係る認識を強化し、障害者福祉施設等において組織的な取組を促進する観点から、身体拘束の廃止・適正化のための

委員会を開催を基準省令に位置づけ、対応していない場合は、減算の適用要件としてはどうか。なお、虐待防止委員会において、身体拘束等の適正

化に向けた検討も合わせて行う場合は、身体拘束の廃止・適正化のための委員会を開催しているものとみなしてはどうか。

○ 自治体調査の結果によると、要件追加が難しい理由について、「規模が小さく、組織内の体制づくりの難しい事業所が多い」が81.5％となっており、

一定の配慮が必要となる事業所が存在すると想定されることから、本取扱いの適用に当たっては、一定の準備期間を設けることを検討してはどうか。

（自治体調査）「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委
員会」の開催を要件として追加することの可否 [ｎ＝106]

可能

30.2%

難しい

50.9%

わからない

17.0%

無回答

1.9%

（自治体調査）「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委
員会」の開催の要件追加が難しい理由 [ｎ＝54]

81.5%

51.9%

48.1%

13.0%

3.7%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

規模が小さく、組織内の体制づくりの難しい事業所が多い

外部から専門性を有する人材等の支援を得ることが難しい

（第三者委員、研修講師等）

障害の場合、障害種別や様態等の多様性から、身体拘

束等の適正化の検討には相応の専門性が必要であり、

個々の事業所に対応を求めることは難しい

このような取組に不慣れな事業所が多く、地域の実情とし

て要件を求めることがなじまない、地域の事業者団体等に

受け入れられない

その他

無回答

出典：令和元年度障害者総合福祉推進事業「障害福祉サービス等事業所における身体拘束等に関する実態調査」三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株）100



虐待防止委員会
委員長：管理者
委 員：虐待防止マネジャー

（サービス管理責任者等）
看護師・事務長
利用者や家族の代表者
苦情解決第三者委員など

虐待防止マネジャー

各部署の責任者
サービス管理責任者など

虐待防止委員会の役割
・研修計画の策定、・職員のストレスマネジメント・苦情解決
・チェックリストの集計、分析と防止の 取組検討
・事故対応の総括・他の施設との連携
・身体拘束に関する適正化についての検討 等

虐待防止マネジャーの役割
・各職員のチェックリストの実施
・倫理綱領等の浸透、研修の実施
・ひやり・ハット事例の報告、分析等
・身体拘束に関する適正化について

の検討 等

職
員

職
員

職
員

虐待防止マネジャー

各部署の責任者
サービス管理責任者など

虐待防止マネジャーの役割
・各職員のチェックリストの実施
・倫理綱領等の浸透、研修の実施
・ひやり・ハット事例の報告、分析
・身体拘束に関する適正化について

の検討 等

職
員

職
員

職
員

虐待防止マネジャー

各部署の責任者
サービス管理責任者など

虐待防止マネジャーの役割
・各職員のチェックリストの実施
・倫理綱領等の浸透、研修の実施
・ひやり・ハット事例の報告、分析
・身体拘束に関する適正化について
の検討 等

職
員

職
員

職
員

事業所 事業所

障害福祉サービス事業所における虐待防止委員会の例

虐待防止委員会
委員長：管理者
委 員：虐待防止マネジャー

（サービス管理責任者等）
看護師・事務長
利用者や家族の代表者
苦情解決第三者委員など

虐待防止委員会
委員長：管理者
委 員：虐待防止マネジャー

（サービス管理責任者等）
看護師・事務長
利用者や家族の代表者
苦情解決第三者委員など

合同開催
も可能

事業所

合同開催
も可能
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身体拘束等の適正化のための指針を整備

○ 「身体拘束を行うことがある」と回答した事業所について、身体拘束を行う際の明文化された手続きやガイドライン、マニュアル等の文書の整備状

況は、「身体拘束を実施する場合の一連の手続きを定めたもの（責任者の承認、本人・家族の同意、実施可否の判断等）」が70.2％と最も多くなって

いる（Ｐ18「身体拘束を行う際の明文化された手続きやガイドライン、マニュアル等の文書の整備状況」参照） 。

○ 自治体調査の結果によると、「身体的拘束等の適正化のための指針」の整備を減算適用の要件として追加することの可否については、「可能」が

52.8％と半数を上回っており、「難しい」は28.3％となっている。

○ 身体拘束等の適正化のための指針の整備を基準省令に位置づけ、対応していない場合は、減算の適用要件としてはどうか。

○ 自治体調査の結果によると、要件追加が難しい理由について、「規模が小さく、組織内の体制づくりの難しい事業所が多い」及び「障害の場合、障

害種別や様態等の多様性から、身体拘束等の適正化には相応の専門性が必要であり、個々の事業所に対応を求めることは難しい」が66.7％となっ

ており、一定の配慮が必要となる事業所が存在すると想定されることから、本取扱いの適用に当たっては、一定の準備期間を設けることを検討しては

どうか。

（自治体調査）「身体的拘束等の適正化のための指針」の整備
を要件として追加することの可否 [ｎ＝106]

可能

52.8%

難しい

28.3%

わからない

17.0%

無回答

1.9%

（自治体調査）「身体的拘束等の適正化のための
指針」の整備の要件追加が難しい理由 [ｎ＝54]

66.7%

30.0%

66.7%

26.7%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

規模が小さく、組織内の体制づくりの難しい事業所が多い

外部から専門性を有する人材等の支援を得ることが難しい

（第三者委員、研修講師等）

障害の場合、障害種別や様態等の多様性から、身体拘

束等の適正化の検討には相応の専門性が必要であり、

個々の事業所に対応を求めることは難しい

このような取組に不慣れな事業所が多く、地域の実情とし

て要件を求めることがなじまない、地域の事業者団体等に

受け入れられない

その他

無回答

出典：令和元年度障害者総合福祉推進事業「障害福祉サービス等事業所における身体拘束等に関する実態調査」三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株） 102



身体拘束等の適正化のための定期的な研修の実施

○ 職員に対し、身体拘束の弊害の周知や、身体拘束をしない支援等についての研修会等を行っている事業所は45.3％となっている（Ｐ18「身体拘束

の廃止・適正化の取組として実施していること」参照） 。

○ 自治体調査によると、「身体的拘束等の適正化のための定期的な研修」の実施を減算適用の要件として追加することの可否については、「可能」

が58.5％と半数を上回っており、「難しい」は21.7％となっている。

○ 身体拘束等の適正化のための定期的な研修の実施を基準省令に位置づけ、対応していない場合は、減算の適用要件としてはどうか。なお、虐待

防止等のために研修を実施している場合に、身体拘束等の適正化についても研修内容に含んでいる場合は、身体拘束等の適正化のための研修を

を実施しているものとみなしてはどうか。

○ 自治体調査の結果によると、要件追加が難しい理由について、「外部から専門性を有する人材等の支援を得ることが難しい」が60.9％となっており、

一定の配慮が必要となる事業所が存在すると想定されることから、本取扱いの適用に当たっては、一定の準備期間を設けることを検討してはどうか。

（自治体調査）「身体的拘束等の適正化のための定期的な
研修」の実施の要件追加が難しい理由 [ｎ＝54]

52.2%

60.9%

47.8%

8.7%

8.7%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

規模が小さく、組織内の体制づくりの難しい事業所が多い

外部から専門性を有する人材等の支援を得ることが難しい

（第三者委員、研修講師等）

障害の場合、障害種別や様態等の多様性から、身体拘

束等の適正化の検討には相応の専門性が必要であり、

個々の事業所に対応を求めることは難しい

このような取組に不慣れな事業所が多く、地域の実情とし

て要件を求めることがなじまない、地域の事業者団体等に

受け入れられない

その他

無回答

（自治体調査）「身体的拘束等の適正化のための定期的な
研修」の実施を要件として追加することの可否 [ｎ＝106]

可能

58.5%

難しい

21.7%

わからない

17.9%

無回答

1.9%

出典：令和元年度障害者総合福祉推進事業「障害福祉サービス等事業所における身体拘束等に関する実態調査」三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株） 103



（参考）身体拘束等の禁止

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備

及び運営に関する基準」（平成18年９月29日付厚生労働省令第171号）抜粋

（身体拘束等の禁止）

第七十三条 指定療養介護事業者は、指定療養介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制

限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはならない。

２ 指定療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
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その他横断的事項について
≪論点等≫

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
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その他横断的事項について

106

（食事提供体制加算）

論点１ 食事提供体制加算の在り方について ・・・・・・・・・・・・・・ ３

（補足給付）

論点２ 補足給付の基準費用額について ・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

（地域区分）

論点３ 地域区分について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

その他横断的事項に係る論点



関係団体ヒアリングにおける主な意見

No 意見等の内容 団体名

1
○食事提供体制加算が廃止された場合、事業所における提供体制を維持することが困難となる可能性があり、結
果として利用者の生活面（食生活を含む）における問題を誘発しかねない。食事提供体制加算廃止が利用者の生
活に及ぼす影響の甚大さ等をふまえ、同加算を恒久化（継続）していただきたい。

全国社会就労センター協議会 他
（同旨：全日本ろうあ連盟、きょうされ
ん、日本知的障害者福祉協会、全国精神
保健福祉会連合会、日本精神科病院協会、
日本身体障害者団体連合会、障害のある
人と援助者でつくる日本グループホーム
学会）

2
○子どもの健やかな成長のための食生活の安定と、一般児童施策との整合性を図る観点から、子どもの施設につ
いては、現行の食事提供体制加算を「食育等支援加算（仮称）」と改め、恒久的な加算として位置づける必要が
ある。

日本知的障害者福祉協会

3

○事業所における食事を楽しみにしている知的障害者も多い。食事提供体制加算の経過措置が終了される場合に
は、食事の際に特別な配慮を要する児・者についてのみ、新たに恒久的な加算を設定すべきと考える。
（１）刻み食や流動食などの対応がないと食事が困難な者（たとえば重心判定者や医療的ケア者）に対する「摂
食支援加算」の新設（成人は体制加算ではなく個人への加算）
（２）障害児支援（とりわけ児童発達支援）における食育的な関わりに対する「障害児食事提供体制加算（仮
称）」の新設（児童は個人ではなく体制加算）

全国手をつなぐ育成会連合会

4
○将来にわたって子ども達の大切な食や食習慣を身に着けるために、食事提供加算もしくは子ども食育加算が必
要である。（平成30年度報酬改定ヒアリングの時には、「食事特別配慮加算」として提案した。）

全国児童発達支援協議会
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【論点１】食事提供体制加算の在り方について

現状・課題

○ 食事提供体制加算は、収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が原則として当該施設の調理室を利用して、調
理員による食事の提供を行った場合に算定可能。

○ 当初は平成21年３月31日までの経過措置であった。

○ 社会保障審議会障害者部会における障害者総合支援法施行３年後の見直しの報告書（平成27年12月）では、
・ 「障害者の利用者負担については、厚生労働省と障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団との基本合意（平成

22年１月）や「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」（平成23年８月）等も経て、順次軽減され、
現在低所得者等（93.3％）の利用者負担は無料となっており、給付全体に占める利用者負担の割合は0.26％となっ
ている。

・ 障害者自立支援法の創設時に、激変緩和措置として経過措置（食事提供体制加算、障害児サービスにおける補足
給付の特例、医療型個別減免の特例）が設けられており、これらは平成30年３月31日までの措置となっている。

・ また、「利用者負担に関する経過措置（食事提供体制加算等）の見直しについては、時限的な措置であること、
施行後10年を経過すること、平成22年度より障害福祉サービスの低所得者の利用者負担が無料となっていること、
他制度とのバランスや公平性等を踏まえ、検討すべきである。」とされている。

○ 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の議論において、「食事提供体制加算については、食事の提供に関する実
態等の調査・研究を十分に行った上で、引き続き、そのあり方を検討する。」と整理されている。
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【論点１】食事提供体制加算の在り方について

論 点

○ 食事提供体制加算の在り方をどう考えるか。

検討の方向性

○ 食事の提供に関する実態調査の結果、食事提供体制加算を算定している事業所においては、食事提供の方法や事業
所として配慮している事項など様々な態様があることが分かった。

○ 一方、関係団体ヒアリングにおいては、食事における特別の配慮の必要性や食育の必要性なども含め様々な提案・
要望等があった。

○ このようなことから、例えば、栄養面など障害児者の特性に応じた配慮や食育的な観点など別の評価軸で評価する
ことも考えられるかも含め、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性等の観点も踏まえ、更に検討を
深める必要があることから、今回の報酬改定においては、食事提供体制加算の経過措置の延長をすることとしてはど
うか。
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１．調査の目的・実施概要

1. 調査目的

平成30年度報酬改定の議論において課題とされた、食事提供体制加算のあり方について検討を行うため、加算対象である通所サービス事業所

等に対し、食事の提供の状況を詳しく把握するための調査を実施した。今後の報酬体系の検討にあたって参考となる基礎資料の作成を行うことを

目的とした。

食事提供に関する実態調査

調査対象

・食事提供体制加算・食事提供加算対象の通所サービス事業所及びサービス利用者
・サービス種別に計6,800事業所を無作為抽出（障害者サービス5,607事業所、障害児サービス1,193事業所）
・調査対象事業所を通じたサービス利用者（利用世帯）調査も実施

調査方法

・郵送による調査票調査（調査票を郵送で配布・回収）
・利用者（利用世帯）調査は、各事業所で利用者（利用世帯）の中から調査対象を抽出・調査票配布したのち、利用者（利用世帯）か

ら直接郵送で回収する方法とした

調査期間
平成30年10月～12月

主な調査項目

［事業所への調査］
・事業所の概要（運営主体、利用者数等）、食事提供体制加算等の算定状況、食事の提供状況、食事の提供方法、調理員等の勤務形

態・労働時間・給与の状況、食費の徴収状況 等
［利用者への調査］
・利用者属性（障害種別・程度、年齢、世帯等）、世帯収入・食費、普段の食事の状況、食事の調達方法、食事で困っていること 等

回収状況 発送数 回収数 有効回答数 有効回答率

食事提供に関する実態調査（障害者サービス）
事業所 5,607 3,127 2,921 52.5%

利用者 - 19,494 15,441 -

食事提供に関する実態調査（障害児サービス）
事業所 1,193 664 587 49.5%

利用者 - 2,550 2,029 -

2. 実態調査の実施概要

※有効回答数は、回収数から休止・廃止事業所票や記入不備票などの数を除いたものである

※利用者調査は配布数が不明であるため、発送数、有効回答率は記載していない
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２．食事提供に関する実態調査の概要

○平成30年９月の食事提供体制加算の算定状況は、障害者通所サービス全体では、 「算定している」が55.5%となっている。平成30年９月の食事提供加算の算

定状況は、障害児通所サービス全体では、 「算定している」が20.4%となっている。

○食事の提供状況は、「提供している」が障害者通所サービス全体で66.5%、障害児通所サービス全体で37.1%となっている。

○食事を提供している事業所における平成30年９月の食事提供体制加算の算定状況は、障害者通所サービス全体では、 「算定している」が83.4%となっている。

食事を提供している事業所における平成30年９月の食事提供加算の算定状況は、障害児通所サービス全体では、「算定している」が55.0%となっている。

加算算定状況・食事の提供状況

平成30年９月の食事提供体制加算等の算定状況
（全事業所における算定状況）

55.5

69.7

47.6

56.7

51.1

36.1

55.5

20.4

11.6

88.2

43.7

29.2

52.4

42.5

48.3

63.2

43.8

78.0

87.5

5.95.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

障害者通所サービス全体

[N=2,921]

生活介護[N=716]

自立訓練（機能訓練）[N=42]

自立訓練（生活訓練）

[N=353]

就労移行支援[N=458]

就労継続支援Ａ型[N=427]

就労継続支援Ｂ型[N=925]

障害児通所サービス全体

[N=587]

児童発達支援[N=519]

医療型児童発達支援[N=68]

算定している 算定していない 無回答

食事の提供状況

66.5

85.5

52.4

65.7

60.7

42.9

66.6

37.1

29.5

95.6

31.4

14.2

28.6

31.7

37.1

53.9

31.6

35.9

40.3

19.0

24.9

28.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

障害者通所サービス全体

[N=2,921]

生活介護[N=716]

自立訓練（機能訓練）[N=42]

自立訓練（生活訓練）

[N=353]

就労移行支援[N=458]

就労継続支援Ａ型[N=427]

就労継続支援Ｂ型[N=925]

障害児通所サービス全体

[N=587]

児童発達支援[N=519]

医療型児童発達支援[N=68]

提供している
提供していない（利用者が用意）
提供していない（半日利用などで食事をしない）
無回答
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平成30年９月の食事提供体制加算等の算定状況
（食事を提供している事業所における算定状況）

83.4

81.5

90.9

86.2

84.2

84.2

83.3

55.0

39.2

92.3

15.4

17.2

9.1

12.5

14.7%

14.2

15.6

43.1

60.1

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

障害者通所サービス全体

[N=1,943]

生活介護[N=612]

自立訓練（機能訓練）[N=22]

自立訓練（生活訓練）

[N=232]

就労移行支援[N=278]

就労継続支援Ａ型[N=183]

就労継続支援Ｂ型[N=616]

障害児通所サービス全体

[N=218]

児童発達支援[N=153]

医療型児童発達支援[N=65]

算定している 算定していない 無回答

出典：平成30年度度障害者総合福祉推進事業「食事提供体制加算等に関する
実態調査」三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株）



○利用者への食事の提供方法は、「事業所に従事する調理員が、事業所内の調理室で調理し、提供している」が障害者通所サービス全体で39.1%、

障害児通所サービス全体で39.0%となっている。また、障害者通所サービス全体で「食事の提供に関する業務を外部委託し、調理、運搬等につ

いての規程に基づき食事を提供している」は19.1%となっている。

○事業所内調理を行っている事業所における、献立の作成者は、障害者通所サービス全体では「事業所に従事する管理栄養士・栄養士以外の

職員が作成」が29.8%となっている。障害児通所サービス全体では「事業所に従事する管理栄養士が作成」が42.2%となっている。

○調整食の提供実績については、「きざみ食（栄養素の調整なし）」が障害者通所サービス全体で21.1%、障害児通所サービス全体で38.1%等となっ

ている。一方、「調整食を提供していない」は障害者通所サービス全体で48.1%、障害児通所サービス全体で24.3%となっている。

利用者への食事の提供方法 調整食の提供実績

食事の提供方法、献立の作成者、調整食の提供実績

献立の作成者

39.1

39.0

14.7

26.1

11.1

14.7

19.1 13.9

15.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

障害者通所サービス全体[N=1,943]

障害児通所サービス全体[N=218]

事業所に従事する調理員が、事業所内の調理室で調理し、提供している

調理業務を外部委託し（派遣含む）、委託先の調理員が自事業所内の調理室で調理し、提供している

事業所の調理員と外部委託先（派遣含む）の調理員が、事業所内の調理室で調理し、提供している

同一法人の併設する事業所等で調理したものを搬入し、提供している

食事の提供に関する業務を外部委託し、調理、運搬等についての規程に基づき食事を提供している

上記に該当しない配食サービス、宅配弁当などにより食事を提供している

外部の給食サービス、配食サービス、宅配弁当などにより食事を提供している

無回答

12.3

42.2

17.8

19.7

29.8

15.6

7.6

5.4

15.2

6.8

15.0

10.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

障害者通所サービス全体[N=1,056]

障害児通所サービス全体[N=147]

事業所に従事する管理栄養士が作成 事業所に従事する栄養士が作成
事業所に従事する管理栄養士・栄養士以外の職員が作成 調理業務の委託先と事業所の栄養士等が協議して作成
調理業務の委託先が単独で作成 その他
無回答

5.5

21.1

1.1

3.7

1.1

3.0

0.9

2.0

9.6

48.1

21.8

16.1

38.1

10.1

20.6

11.5

22.5

7.8

11.9

15.6

24.3

19.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

きざみ食（栄養素の調整あり）

きざみ食（栄養素の調整なし）

ソフト食（栄養素の調整あり）

ソフト食（栄養素の調整なし）

流動食（栄養素の調整あり）

流動食（栄養素の調整なし）

経管栄養食（栄養素の調整あり）

経管栄養食（栄養素の調整なし）

栄養素の調整のみの食事

調整食を提供していない

無回答

障害者通所サービス全体[N=1,943]

障害児通所サービス全体[N=218]

〔複数回答〕
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○食事を提供するにあたり実施していることとしては、「定期的な体重の測定と記録の把握」が障害者通所サービス全体で54.6%、障害児通所サー

ビス全体で67.0%、「疾患や摂食・嚥下機能の状況の把握」が障害者通所サービス全体で39.1%、障害児通所サービス全体で67.0%等となっている。

○食事の提供で事業所として配慮していることについては、「利用者の健康を考え、食事の栄養バランスなどに配慮している」が障害者通所サー

ビス全体で73.9%、障害児通所サービス全体で82.6%、「楽しく食事ができるように、環境づくりや雰囲気づくりに配慮している」が障害者通所サー

ビス全体で68.5%、障害児通所サービス全体で79.8%等となっている。

食事を提供するにあたり実施していること

食事を提供するにあたり実施していること、事業所として配慮していること

食事の提供で事業所として配慮していること

25.0

54.6

17.6

39.1

1.7

6.2

1.4

28.6

3.1

62.4

67.0

28.9

67.0

7.8

11.5

4.6

14.2

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定期的な身長の測定と記録の把握

定期的な体重の測定と記録の把握

BMI等による経時的な身体状況の評価

疾患や摂食・嚥下機能の状況の把握

栄養スクリーニング

栄養アセスメント

栄養ケア計画の作成

該当なし

無回答

障害者通所サービス全体[N=1,943]

障害児通所サービス全体[N=218]

73.9

30.1

53.1

24.1

68.5

47.9

53.4

45.5

8.7

3.7

2.2

82.6

55.5

79.4

70.2

79.8

65.6

79.4

61.9

38.1

4.1

0.5

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者の健康を考え、食事の栄養バランスなどに配慮している

できるだけ国産の食材を使うなど、安心・安全に配慮した食材の調達

を行っている

利用者の食事制限や食物アレルギー等の状況を定期的に把握し、

必要に応じて別メニューを用意するようにしている

摂食・嚥下機能の維持・向上に役立つよう、訓練の観点も含めた食

事介助や食事提供を行っている

楽しく食事ができるように、環境づくりや雰囲気づくりに配慮している

食事の見栄えにも配慮し、食器の選択や、きれいな盛り付けの工夫

などを行っている

普通食（調整食でない）についても、食材の切り方や調理方法など

を工夫して、食べやすさ（食材の大きさ、硬さ等）に配慮している

旬の食材や地元産の食材を使うなど、食事に季節感や郷土食などを

取り入れるようにしている

食育に関する取組を行っている

その他

特にない

無回答

障害者通所サービス全体[N=1,943]

障害児通所サービス全体[N=218]

〔複数回答〕〔複数回答〕
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自分で料理をつくっ

て食べることが多い

14.4%

家族がつくった料理

を食べることが多い

67.6%

インスタント食品や弁当、

総菜などを買ってきて食

べることが多い

12.2%

外食をすることが多い

1.1%

その他

3.2%
無回答

1.6%

○障害者通所サービス利用者の、ふだんの食事のとり方は、「家族がつくった料理を食べることが多い」が67.6%となっている。食事での栄養バラン

ス等の考慮については、「家族やヘルパーなどに考えてもらう」が41.1%、「特になにもしていない」が29.4%、「自分で考えている」が27.5%となって

いる。

○障害者通所サービス利用者の、食事の準備などで困っていることとしては、「献立を考えること」が23.7%、「食事をつくる（料理をする）こと」が

22.2%、「栄養が足りているかわからない」が22.1%等となっている。「困っていることはない」は48.8%となっている。

○障害児通所サービス利用世帯の、子どもの食事で気をつけていることとしては、「栄養バランス」が70.0%、「食べやすさ（大きさや固さなど）」が

66.6%、「食事のマナー（食べ物で遊ばないなど）」が57.1%等となっている。

ふだんの食事のとり方（障害者通所サービス利用者） 食事の準備などで困っていること（障害者通所サービス利用者）

利用者の状況

自分で考えている

27.5%

家族やヘルパーなど

に考えてもらう

41.1%

特になにもして

いない

29.4%

無回答

2.0%

18.2

17.5

23.7

22.2

22.1

5.5

48.8

7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

買い物をすること

食べるもの、料理の材料の選び方

献立を考えること

食事をつくる（料理をする）こと

栄養が足りているかわからない

困りごとを相談する相手がいない

困っていることはない

無回答 全体[N=12,159]

70.0

39.8

66.6

43.2

48.9

57.1

44.9

38.3

12.5

5.5

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

栄養バランス

食材の安全性

食べやすさ（大きさや固さなど）

家族で一緒に食事をすること

楽しく食べること

食事のマナー（食べ物で遊ばないなど）

規則正しい時間に食事をすること

食べる量や食べる早さ

食事の盛り付けや見栄え

その他

無回答 全体[N=2,029]

食事での栄養バランス等の考慮（障害者通所サービス利用者）

食事で気をつけていること（障害児通所サービス利用世帯）

全体[N=12,159]

全体[N=12,159]

〔複数回答〕

〔複数回答〕

114
出典：平成30年度度障害者総合福祉推進事業「食事提供体制加算等に関する実態調査」三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株）



○ 基準費用額の水準について、どのように考えるか。

【論点２】 補足給付の基準費用額について

○ 施設入所者の食費や居住に要する費用（食費・光熱水費）について、どこで暮らしていても必ずかかる費用であることから、利

用者が自ら負担することとしているが、低所得者に係る負担を軽減するため、基準費用額（食費・光熱水費に係る平均的な費

用の額）から、所得に応じた負担限度額を控除した差額を特定障害者特別給付費（いわゆる「補足給付」）として支給することと

している。

○ 補足給付の算定に係る基準費用額については、平成27年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害福祉サービス等経

営実態調査等を踏まえて見直されている（食費42,000円、光熱水費11,500円）。

現状・課題

論 点
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○ 基準費用額については、平成27年度障害福祉サービス等報酬改定と同様に、障害福祉サービス等経営実態調査等を踏まえ

検討してはどうか。

検討の方向性



補足給付の概要（20歳以上の障害者）

補足給付の額

控除後認定収入額（※２）が
66,667円を超える場合

（月額）53,500円－負担限度額
＊負担限度額（月額）＝（66,667円－その他生活費の額）＋（控除後認定収入額－66,667円）×50％

控除後認定収入額が
66,667円以下の場合

（月額）53,500円－負担限度額
＊負担限度額（月額）＝控除後認定収入額－その他生活費の額

生活保護受給者 （月額）53,500円

入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、低所得者に対して、食費・光熱水費の実費負担をして
も、少なくとも手許に25,000円が残るよう、食費等基準費用額（53,500円）※１から所得に応じた負担限度額を
控除した額を補足給付として支給する。 ※１ 食事・光熱水費にかかる平均費用

○補足給付がない場合※３

負担限度額（実費負担）
39,000円

その他生活費
25,000円

控除後認定収入月額（64,000円）

※２ 一月における、収入から税、社会保険料、就労収入を控除した額

負担額（実費負担）
53,500円

10,500円

控除後認定収入月額（64,000円）

手許に残るのは
10,500円

○現行の補足給付※３

※３ 入所施設対象者（60歳未満、控除後認定収入額（月額 64,000円）の場合）

手許に少なくとも
25,000円

残るよう調整

食費等基準費用額
53,500円

食費等基準費用額
53,500円

補足給付額
14,500円
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補足給付の概要（障害児及び20歳未満の障害者）

収入のない20歳未満の施設入所者の実費負担について、子どもを養育する一般の世帯において通常要する程度の費用（地域で子供を育てる
ために通常必要な費用）の負担となるように補足給付を行う。

一般１世帯においては、世帯の負担軽減を図るため、制度施行時から、「地域で子供を育てるために通常必要な費用（養育費）」及び「福祉部
分利用者負担相当額」を住民税非課税世帯と同様とする経過措置（養育費は79,000円→50,000円、利用者負担相当額は37,200円→15,000円。
令和２年度末まで）を置いている。

区分 補足給付の額

一般１世帯（※Ｒ２年度末まで）

住民税非課税世帯
生活保護世帯

（月額）53,500円－負担限度額（月額）
※ 負担限度額（月額）＝50,000円－その他生活費の額（※１）－福祉部分利用者負担相当額(上限15,000円)

一般２世帯
（月額）53,500円－負担限度額（月額）
※ 負担限度額（月額）＝79,000円－その他生活費の額（※１）－福祉部分利用者負担相当額（上限37,200円）

地域で子供を育てるために通常必要な費用（養育費）
50,000円

その他生活費
34,000円※１

福祉部分利用者負担相当額
15,000円※２

補足給付額
52,500円

食費等基準費用額
53,500円

食費・光熱水費
（負担限度額）1,000円

実費負担

地域で子供を育てるために通常必要な費用（養育費）
79,000円

その他生活費※１

34,000円
福祉部分利用者負担相当額

25,900円※２

補足給付額
34,400円

食費等基準費用額
53,500円

食費・光熱水費
（負担限度額）１9,100円

実費負担

※１ その他生活費
18歳未満 34,000円
それ以外 25,000円

障害者支援施設
に入所する20歳
未満の者に対す
る補足給付にも、
同様の経過措置
がある。

※２ 計算上は、障害児入
所支援に係る月額費用の
１割とし、この額が15,000
円を超えるときは、15,000
円（一般２の場合には
37,200円を超えるときは
37,200円）とする 。

【例】 障害児入所施設利用者、一般１世帯（所得割28万円未満）、施設利用料259,000円の場合

【例】 障害児入所施設利用者、一般２世帯（所得割28万円以上）、施設利用料259,000円の場合
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【論点３】地域区分について
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現状・課題

○ 障害福祉サービス等報酬においては、地域ごとの人件費の差を調整するため、地域区分を設定し、地域別・人件費
割合別に１単位当たりの単価を定めている。

○ この地域区分は、前回の平成30年度報酬改定以降、介護報酬と同じ区分としており、原則として、国家公務員等の
地域手当の区分に準拠して設定している。

○ また、平成30年度報酬改定では、報酬単価の大幅な変動を緩和する観点から、自治体の意見を聴取した上で、令和
２年度末まで、見直し前の上乗せ割合と見直し後の上乗せ割合の範囲内で設定することを可能とする経過措置を設け
ている。

○ 介護報酬では、令和３年度報酬改定に向けて、現行の設定方法を原則としつつ、隣接地域とのバランスを考慮し、
なお公平性を確保すべきと考えられる場合について、以下の対応案が示されているところである（社会保障審議会介
護給付費分科会 審議報告［R1.12.17］）。

① 隣接地域全ての地域区分が、当該地域より高い又は低い地域（完全囲まれルール）【平成30年度報酬改定時にも
適用】

② 隣接地域の中に地域区分が高い地域が複数あり、その地域と当該地域の級地の差が４級地以上ありかつ地域手当
の設定がない地域（０％） 【新規】

③ 隣接地域の中に地域区分が低い地域が複数あり、その地域と当該地域の級地の差が４級地以上ある地域【新規】

のいずれかに該当する自治体を対象として、当該地域の地域区分の設定値から隣接地域に設定された地域区分の中で
一番低い地域区分までの範囲で引き上げる（又は引き下げる）ことを認めること

第21回障害福祉サービス等報酬改定
検討チーム（R2.11.18） 資料６ 抜粋



【論点３】地域区分について
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検討の方向性

○ 障害福祉サービス等報酬における地域区分については、前回平成30年度報酬改定において、介護報酬の地域区分と
同じ区分とする見直しを行ったことから、介護報酬における検討状況を踏まえつつ、引き続き介護報酬と同じ区分を
設定することとしてはどうか。

○ 経過措置については、介護報酬における取扱いも踏まえ、

① 現行において経過措置を適用する自治体に対しては、当該経過措置を継続するか又は終了するか意向を確認し、
令和３年度から令和５年度末までの間、現在の区分（経過措置を適用して設定している区分を含む）と見直し後の
区分の範囲内で自治体が選択した区分を設定できるようにするとともに、

② 隣接する地域とのバランスを考慮して公平性を確保すべきと考えられる場合には特例を認めるものとして、当該
地域に隣接する地域に設定された地域区分のうち、一番低い地域区分までの範囲で引き上げる（又は引き下げる）
ことを認めること

としてはどうか。

論 点

○ 介護報酬における検討状況を踏まえ、どのような見直しを行うべきか。

○ 令和２年度末までとしている経過措置について、どのように取り扱うべきか。

第21回障害福祉サービス等報酬改定
検討チーム（R2.11.18） 資料６ 抜粋



【論点３】地域区分について
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検討の方向性（追加）

○ 第21回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム（11月18日）において、前述のとおり検討の方向性を示したとこ
ろ、一部自治体より、隣接地域との間に４級地差はないが、３級地差であっても隣接地域とのバランスにより、人員
確保等において大きな困難を来しているとの意見の提出があった。これを踏まえて、以下の取扱いとしてはどうか。

【経過措置について（再掲）】

現行において経過措置を適用する自治体に対しては、当該経過措置を継続するか又は終了するか意向を確認し、
令和３年度から令和５年度末までの間、現在の区分（経過措置を適用して設定している区分を含む）と見直し後の
区分の範囲内で自治体が選択した区分を設定できるようにする。

【原則】

公務員（国家・地方）の地域手当の設定に準拠

【隣接する地域とのバランスを考慮して公平性を確保すべきと考えられる場合の特例】

以下の①又は②の場合、隣接地域の地域区分のうち一番低い区分までの範囲で、見直すことを認める。

① 高い地域区分の地域に全て囲まれている場合

※ 低い級地に囲まれている場合の引き下げも可能

② 公務員の地域手当の設定がない（０％）地域であって、当該地域よりも高い地域区分の地域が複数隣接
しており、かつ、その中に３級地以上の級地差がある地域が含まれている場合

※ 当該地域よりも低い地域区分の地域が複数隣接しており、かつ、その中に３級地以上の級地差がある場合の引き下げも可能



【原則】公務員（国家・地方）の地域手当の設定に準拠

【特例】①又は②の場合、隣接地域の地域区分のうち一番低い区分までの範囲で、見直すことを認める。

① 高い地域区分の地域に全て囲まれている場合 ※ 低い級地に囲まれている場合の引き下げも可能

② 公務員の地域手当の設定がない(０％)地域であって、当該地域よりも高い地域区分の地域が
複数隣接しており、かつ、その中に３級地以上の級地差がある地域が含まれている場合
※ 引き下げは、地域手当の設定がある地域も可能

【①に該当する事例】

○特例
隣接地域の地域区分のうち、
一番低い区分までの範囲で
選択可能

→ ６％又は10％を選択可

３％

１０％１６％

１２％１２％

【②に該当する事例】

○特例
隣接地域の地域区分のう
ち、一番低い区分までの範
囲で選択可能

→ ３％を選択可

(その他)

０％

３％
(５級地)

１０％

０％６％

３級地差

1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 7級地 その他

上乗せ率 ２０％ １６％ １５％ １２％ １０％ ６％ ３％ ０％

自治体数（障害者サービス） 23か所 6か所 25か所 24か所 52か所 141か所 195か所 1,275か所

自治体数（障害児サービス） 23か所 12か所 26か所 23か所 50か所 131か所 149か所 1,327か所

【級地の設定状況】（平成30年から令和２年）
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地域区分の設定方法について（案）（令和３年度報酬改定）

※ 経過措置適用地域を含む
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障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 

第 22 回（R2.11.27） 資料４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害福祉サービス等の指定基準省令改正 

に係るパブリックコメント（案）について 
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令案について（令和３年４月１日施行分） 

 

１．被改正省令 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18年

厚生労働省令第 171号） 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働

省令第 172号） 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障

害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働省令第

174号） 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地

域活動支援センターの設備及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働省令第

175号） 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福

祉ホームの設備及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 176号） 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障

害者支援施設の設備及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 177号） 

・ 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基

準（平成 24年厚生労働省令第 15号） 

・ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23年厚生省令第 63号） 

・ 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基

準（平成 24年厚生労働省令第 16号） 

・ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成 24

年厚生労働省令第 17号） 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成 24年厚生労働省令

第 27号） 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成 24年厚生労働省令

第 28号） 

・ 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基

準（平成 24年厚生労働省令第 29号） 
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・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令（平成 30年厚生労働省令第２号） 

・ 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基

準等の一部を改正する省令（平成 30年厚生労働省令第３号）  等 

 

２．改正の概要 

令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に伴い、以下の内容について所要

の改正を行う。 

（１）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準関係 

① 一般原則関係 

・ 利用者の人権擁護、虐待防止等のための委員会を設置するよう努めな

ければならないものとする。 

 

② 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護関係 

・ サービスの提供に当たっては、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束

等を行ってはならないものとし、やむを得ず身体拘束等を行う場合は、そ

の態様等を記録しなければならないものとする。 

 

③ 生活介護、自立訓練、就労継続支援Ｂ型関係 

・ 通常の事業所に新たに雇用された利用者が就労定着支援の利用を希望

する場合、就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならないも

のとする。 

 

④ 就労移行支援関係 

・ 就労支援員の常勤要件を廃止する。 

・ 通常の事業所に新たに雇用された利用者が就労定着支援の利用を希望

する場合、就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならないも

のとする。 

 

⑤ 就労継続支援Ａ型関係 

・ 厚生労働大臣が定める事項について自ら評価を行い、その結果を公表

しなければならないものとする。 

・ ③と同様。 
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⑥ 就労定着支援関係 

・ 利用者に対する相談等の支援について、テレビ電話装置の利用その他

の対面に相当する方法により行うことも可能とする。 

 

⑦ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、共生型居宅介護、共生型

重度訪問介護、療養介護、生活介護、共生型生活介護、短期入所、共生型短

期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、共生型自立訓練、就労移行支

援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、基準該当就労継続支援Ｂ型、共

同生活援助、特定基準該当障害福祉サービス関係 

・ 身体拘束等の適正化のため、その対策を検討する委員会の開催や、指針

の整備、研修の実施等の措置を講ずるよう努めなければならないものと

する。 

 

⑧ その他 

・ 共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の

特例について、現在、令和３年３月 31日までとされているところ、令和

６年３月 31日までに延長する。 

 

（２）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準関係 

① 施設全般関係 

（１）①及び⑦と同様。 

 

② 就労移行支援関係 

（１）④と同様。 

 

③ 就労継続支援Ｂ型関係 

（１）③と同様。 

 

（３）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準関係 

① 一般原則関係 

（１）①と同様。 

 

② 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ型関係 

（１）③と同様。 
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③ 療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労

継続支援Ｂ型関係 

（１）⑦と同様。 

 

④ 就労継続支援Ａ型関係 

（１）⑤と同様。 

 

（４）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準関係 

〇 基本方針関係 

（１）①と同様。 

 

（５）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

福祉ホームの設備及び運営に関する基準関係 

〇 基本方針関係 

（１）①と同様。 

 

（６）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

障害者支援施設の設備及び運営に関する基準関係 

① 一般原則関係 

（１）①及び⑦と同様。 

 

② 就労移行支援関係 

就労支援員の常勤要件を廃止する。 

 

③ 就労移行支援、就労継続支援Ｂ型、経過的指定障害者支援施設等におけ

る就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型関係 

（１）③と同様。 

 

（７）児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する

基準関係 

① 一般原則関係 

（１）①と同様。 

 

② 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターを除く。）における児童
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発達支援、基準該当児童発達支援、放課後等デイサービス、基準該当放課後

等デイサービス関係 

・ 従業者要件から障害福祉サービス経験者を削除する。 

・ 医療的ケアを必要とする障害児が利用する場合には、看護職員を置か

なければならないものとする。ただし、（ⅰ）医療機関等との連携により、

看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、医療的ケアを行わせる

場合、（ⅱ）喀痰吸引等のみを必要とする障害児が利用する場合に認定特

定行為業務従事者を置いた場合には、看護職員を置かないことができる

ものとする。 

・ 看護職員を配置した場合には、機能訓練担当職員と同様に児童指導員

又は保育士の合計数に含められるものとする。ただし、機能訓練担当職員

も含め、「児童指導員又は保育士」として配置する者のうち半数以上は児

童指導員又は保育士でなければならないものとする。 

 

③ 児童発達支援センターにおける児童発達支援関係 

・ 医療的ケアを必要とする障害児が利用する場合には、看護職員を置か

なければならないものとする。ただし、（ⅰ）医療機関等との連携により、

看護職員を児童発達支援センターに訪問させ、医療的ケアを行わせる場

合、（ⅱ）喀痰吸引等のみを必要とする障害児が利用する場合に認定特定

行為業務従事者を置いた場合には、看護職員を置かないことができるも

のとする。 

・ 看護職員を配置した場合には、機能訓練担当職員と同様に児童指導員

又は保育士の総数に含められるものとする。ただし、新たに、機能訓練担

当職員も含め、「児童指導員又は保育士」として配置する者のうち半数以

上は児童指導員又は保育士でなければならないものとする。 

 

④ 児童発達支援、共生型児童発達支援、基準該当児童発達支援、医療型児

童発達支援、放課後等デイサービス、共生型放課後等デイサービス、基準

該当放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

関係 

（１）⑦と同様。 
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（８）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準関係 

① 福祉型障害児入所施設関係 

・ 主として知的障害のある児童又は盲ろうあ児を入所させる福祉型障害

児入所施設における児童指導員及び保育士の総数を、おおむね障害児の

数を４で除して得た数以上とする。 

 

② 福祉型児童発達支援センター（主として難聴児又は重症心身障害児を通

わせる福祉型児童発達支援センターを除く。）関係 

（７）③と同様。 

 

③ 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター関係 

・ 医療的ケアを必要とする障害児が利用する場合には、看護職員を置か

なければならないものとする。ただし、（ⅰ）医療機関等との連携により、

看護職員を児童発達支援センターに訪問させ、医療的ケアを行わせる場

合、（ⅱ）喀痰吸引等のみを必要とする障害児が利用する場合に認定特定

行為業務従事者を置いた場合には、看護職員を置かないことができるも

のとする。 

 

（９）児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する

基準関係 

① 一般原則関係 

（１）①と同様。 

 

② 福祉型障害児入所施設関係 

（８）①と同様。 

 

③ 福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設関係 

（１）⑦と同様。 

 

（10）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 

指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準関係 

○ 利用者の人権擁護、虐待防止等のための責任者及び委員会を設置すると

ともに、従業者に対する研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなけれ

ばならないものとする。 

 

（11）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
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指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準関係 

① 指定特定相談支援事業者は、福祉サービス等を提供する者との連携等に

努めなければならないものとする。 

② 指定特定相談支援事業者が従たる事業所を設置できるものとする。 

③ （10）と同様。 

 

（12）児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する

基準 

○ （11）と同様。 

 

（13）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部を改正する省令 

〇 一定の指定障害者支援施設等を福祉型障害児入所施設とみなす特例につ

いて、現在、令和３年３月 31日までとされているところ、令和４年３月 31

日まで延長する。 

 

（14）児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する

基準等の一部を改正する省令 

〇 一定の福祉型障害児入所施設を指定障害者支援施設等とみなす特例につ

いて、現在、令和３年３月 31日までとされているところ、令和４年３月 31

日まで延長する。 

 

（15）経過措置 

① 現に指定を受けている指定児童発達支援事業者及び指定放課後等デイサ

ービス事業者並びに現に基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者

及び基準該当放課後等デイサービス事業者については、令和５年３月 31日

までの間は、児童指導員又は保育士の合計数に障害福祉サービス経験者を

含められるものとする。 

② 現に指定を受けている主として知的障害児又は盲ろうあ児を入所させる

福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数の要件については、

令和４年３月 31日までの間は、なお従前の例によるものとする。 

③ 現に指定を受けている福祉型児童発達支援センターの児童指導員及び保

育士の総数の要件については、令和４年３月 31日までの間は、なお従前の

例によるものとする。 
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（16）その他 

〇 所要の規定の整備を行う。 

 

３．根拠法令 

〇 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17

年法律第 123 号）第 30 条第２項、第 41 条の２第２項、第 43 条第３項、第

44 条第３項、第 51 条の 23 第１項及び第２項、第 51 条の 24 第１項及び第

２項、第 80条第２項並びに第 84条第２項 

〇 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 21 条の５の４第２項、第 21 条

の５の 17第２項、第 21条の５の 19第３項、第 24条の 12第３項、第 24条

の 31第１項及び第２項並びに第 45条第２項 等 

 

４．施行期日等 

公 布 日：令和３年１月（予定） 

施行期日：令和３年４月１日（予定） 
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令案について（令和４年４月１日施行分） 

 

１．被改正省令 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18年

厚生労働省令第 171号） 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働

省令第 172号） 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障

害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働省令第

174号） 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地

域活動支援センターの設備及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働省令第

175号） 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福

祉ホームの設備及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 176号） 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障

害者支援施設の設備及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 177号） 

・ 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基

準（平成 24年厚生労働省令第 15号） 

・ 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基

準（平成 24年厚生労働省令第 16号） 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成 24年厚生労働省令

第 27号） 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成 24年厚生労働省令

第 28号） 

・ 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基

準（平成 24年厚生労働省令第 29号）  等 
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２．改正の概要 

令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に伴い、以下の内容について所要

の改正を行う。 

（１）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準関係 

① 一般原則関係 

・ 利用者の人権擁護、虐待防止等のための責任者及び委員会を設置する

とともに、従業者に対する研修を実施する等の措置を講じなければなら

ないものとする。 

 

② 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、共生型居宅介護、共生型

重度訪問介護、療養介護、生活介護、共生型生活介護、短期入所、共生型短

期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、共生型自立訓練、就労移行支

援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、基準該当就労継続支援Ｂ型、共

同生活援助、特定基準該当障害福祉サービス関係 

・ 身体拘束等の適正化のため、その対策を検討する委員会の開催や、指針

の整備、研修の実施等の措置を講じなければならないものとする。 

 

（２）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準関係 

〇 施設全般関係 

（１）①及び②と同様。 

 

（３）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準関係 

① 一般原則関係 

（１）①と同様。 

 

② 療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労

継続支援Ｂ型関係 

（１）②と同様。 

 

（４）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準関係 

〇 基本方針関係 

（１）①と同様。 
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（５）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

福祉ホームの設備及び運営に関する基準関係 

〇 基本方針関係 

（１）①と同様。 

 

（６）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

障害者支援施設の設備及び運営に関する基準関係 

〇 一般原則関係 

（１）①及び②と同様。 

 

（７）児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する

基準関係 

① 一般原則関係 

（１）①と同様。 

 

② 児童発達支援、共生型児童発達支援、基準該当児童発達支援、医療型児

童発達支援、放課後等デイサービス、共生型放課後等デイサービス、基準

該当放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

関係 

（１）②と同様。 

 

（８）児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する

基準関係 

① 一般原則関係 

（１）①と同様。 

 

② 福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設関係 

（１）②と同様。 

 

（９）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 

指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準関係 

○ （１）①と同様。 

 

（10）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準関係 
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〇 （１）①と同様。 

 

（11）児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する

基準関係 

○ （１）①と同様。 

 

（12）その他 

〇 所要の規定の整備を行う。 

 

３．根拠法令 

〇 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17

年法律第 123 号）第 30 条第２項、第 41 条の２第２項、第 43 条第３項、第

44 条第３項、第 51 条の 23 第１項及び第２項、第 51 条の 24 第１項及び第

２項、第 80条第２項並びに第 84条第２項 

〇 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第 21条の５の 19第３項、第 24条

の 12第３項並びに第 24条の 31第１項及び第２項 等 

 

４．施行期日等 

公 布 日：令和３年１月（予定） 

施行期日：令和４年４月１日（予定） 

 

 


